
労働環境把握のための調査について 

 

 本案件は、労働環境把握のための調査（以下、「労働環境調査」という。）の対象（契約条項）となって

おりますので、以下の点について十分御理解のうえ、入札に参加（応札）していただくようあらかじめお

知らせいたします。 

 また、平成 31 年度より調査対象を拡大しており、労働者の就労状況は一層の注目を集めることになり

ます。つきましては、朝霞市が雇用する場合の賃金の一部を以下に示しますので、この金額を参考に労働

者の処遇改善に努めていただくようお願い申し上げます。 

 なお、令和８年４月以降に発注する工事については、国土交通省発表の令和８年３月から適用する公

共工事設計労務単価により積算しております。 

 

＜労働環境調査の対象案件＞ 

 設計金額（税抜）1,000 万円以上の工事（平成 30 年度までは 2,000 万円以上） 

 設計金額（税抜）500 万円以上の業務委託（平成 30年度までは 1,000 万円以上） 

  

＜労働環境調査の内容＞ 

 落札者は、次の書類を提出する必要があります。 

１ 契約締結時：労働環境把握のための調書を提出（職場の労働環境についての質問） 

 ２ 業務（年度）終了時：労働者賃金支払報告書の提出（従事したすべての労働者（下請含む）が対象） 

 ※提出書類は、朝霞市ホームページを御覧ください。 

  https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/54/roudoukankyouchousa2017.html 

 

●労働環境調査は契約条項です 

 ⇒調査の実施（書類の提出）がない場合は、入札参加停止の対象となります。 

 

●労働者賃金支払報告書は元請下請を問わず、すべての労働者が調査対象です 

 ⇒下請業者の協力が得られないとの理由で調査対象から外すことはできません。 

下請契約を締結する前に十分な説明又は契約事項としてください。 

 

●労働者賃金支払報告書は元請が取りまとめて提出してください 

 ⇒下請業者が朝霞市へ直接提出することはできません。 

 

＜令和８年度朝霞市会計年度任用職員賃金＞ 

・事務補助員、用務員、給食調理補助員 ・・・１，２２７円／時間 

・給食調理員             ・・・１，２６４円／時間 

・看護師               ・・・１，８１３円／時間 

・准看護師              ・・・１，５６４円／時間 

 

朝霞市役所 総務部 契約検査課 

電話 048-463-2488（直通） 

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/54/roudoukankyouchousa2017.html


朝霞市建設工事請負契約約款 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、

仕様書、現場説明書及びこれら図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以

下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負

契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すもの

とし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定め

る。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら

ない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89 号）及び商法（明

治 32年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上

密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場

合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけれ

ばならない。 

（請負代金内訳書及び工程表） 

第３条 受注者は、この契約締結後 14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」

という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 

３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな

い。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に

寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認め

る金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相

手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証

券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」という。）



は、請負代金額の 10 分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 54

条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契

約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付した

ときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の１に達するまで、

発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ

る。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第 13 条第２項の規定によ

る検査に合格したもの及び第 38 条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮

設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あら

かじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な

資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金

債権の譲渡について、第１項ただし書きの承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡によ

り得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する

書類を発注者に提出しなければならない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する

工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

（下請負人等の選定） 

第７条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を朝霞市内に本店（建設業法（昭

和 24 年法律第 100 号）に規定する主たる営業所を含む。）、営業所又は建設資材を製造する工場を有

する者の中から選定するよう努めなければならない。 

２ 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は朝霞市内に本店、営

業所を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は埼玉県産とするよう努め

なければならない。 

（下請負人の通知） 

第７条の２ 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する

ことができる。 

（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の３ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和 24年法律第 100

号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加

入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

(1) 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出 

(3) 雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定め

る場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が次のいずれにも該当する場合 

 ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

の特別の事情があると発注者が認める場合 

 イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当



該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を、受注者が発注者に提出し

た場合 

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人が次のいずれかに該当する場合 

 ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

特別の事情があると発注者が認める場合 

 イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日（発注者が、受注者

において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間

を延長したときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等

を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存

在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな

い。 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変

更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のう

ち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる

権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等

の承諾 

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の

有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該

委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるも

のを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発

注者に到達したものとみなす。 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第１０条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と

する。 

(1) 現場代理人 

(2) （Ａ）［ ］主任技術者 

（Ｂ）［ ］監理技術者 

（Ｃ）監理技術者補佐（建設業法第 26 条第３項ただし書きに規定するものをいう。以下同じ。） 

(3) 専門技術者（建設業法第 26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

［注］（Ｂ）は、建設業法第 26 条第２項の規定に該当する場合に、（Ａ）は、それ以外の場合に使用す

る。（Ｃ）は（Ｂ）を使用する場合において、建設業法第 26条第３項のただし書きの規定を使用し監

理技術者が兼務する場合に使用する。 

［ ］の部分には、同法第 26条第３項本文中の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代

金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定



及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、こ

の契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使

に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事

現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使し

ようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）及び

専門技術者は、これを兼ねることができる。 

（履行報告） 

第１１条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけれ

ばならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第１２条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあ

っては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）

その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき

著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必

要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、そ

の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果

を請求を受けた日から 10日以内に受注者に通知しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第１３条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示さ

れていない場合にあっては、中等の品質（営繕工事にあっては、均衡を得た品質）を有するものとす

る。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用

すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなけれ

ばならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはな

らない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、

当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第１４条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受け

るものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した

ものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該

立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工

事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書

に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当



該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受

けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の

工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けること

なく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、

当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を

整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直

接要する費用は、受注者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具

（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書

に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担におい

て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その

品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めた

ときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受

領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数

量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったものに

限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければなら

ない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると

認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、

支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示し

た書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、

品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった

支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能

となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に

代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に

従わなければならない。 

（工事用地の確保等） 

第１６条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工

事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、そ

の定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等

に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管

理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地



等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴い

て定める。 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第１７条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求

したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によ

るときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。 

２ 監督員は、受注者が第 13条第２項又は第 14条第１項から第３項までの規定に違反した場合におい

て、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由

がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の

施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

（条件変更等） 

第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ

の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答

書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な

施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ

と。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき

は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない

場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要がある

ときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しな

ければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受

注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるとき

は、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(1)  第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注

者が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発

注者が行う。 

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの

は、発注者と受注者が協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負



担しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第１９条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容

を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

（工事の中止） 

第２０条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責め

に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したた

め、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し

て、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しく

は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必

要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第２１条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労

働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日

数等を考慮しなければならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第２２条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め

に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示し

た書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を

延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合にお

いては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮） 

第２３条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に

請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（工期の変更方法） 

第２４条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

る。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第 22 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請

求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開

始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

（請負代金額の変更方法等） 

第２５条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

る。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 



３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担

する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第２６条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内におけ

る賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して

請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額か

ら当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）

と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する

額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える

額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合に

あっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ

る。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金

額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金

額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請

求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又

はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項

の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知す

る。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し

なければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から

７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。 

（臨機の措置） 

第２７条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなけ

ればならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならな

い。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措

置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の

うち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、

発注者が負担する。 

（一般的損害） 

第２８条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に

関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第 30 条第１項に規定する損害を除く。）について

は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第 57 条第１項の規定により付された保険等に

よりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、

発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 



第２９条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな

らない。ただし、その損害（第 57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除

く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発

注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地

下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければなら

ない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによ

り生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び

受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第３０条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超

えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条におい

て「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建

設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは、受注者は、その

事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良

な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第１項の規定により付された保険等によ

りてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注

者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請

求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の

額（工事目的物等であって第 13 条第２項、第 14条第１項若しくは第２項又は第 38条第３項の規定

による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害

の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下この条において「損害合計

額」という。）のうち請負代金額の 100 分の１を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応

急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとす

る。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 

(1) 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差

し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値があ

る場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却

することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額

を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が

上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損

害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害

の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金

額の 100 分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の１を超える額から既に負担した額を

差し引いた額」として同項を適用する。 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第３１条 発注者は、第８条、第 15条、第 17 条から第 20条まで、第 22条、第 23 条、第 26条から第



28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に

おいて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を

変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定

める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知

する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな

らない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ

とができる。 

（検査及び引渡し） 

第３２条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定に

よる通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定める

ところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなけれ

ばならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由

を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出

たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの

完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに

応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければ

ならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 

（請負代金の支払い） 

第３３条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項におい

て同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支

払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経

過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」とい

う。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えると

きは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（部分使用） 

第３４条 発注者は、第 32 条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部

又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければな

らない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を

及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

－ 条文(A) － 

（前金払） 

第３５条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払

金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、そ

の保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金（中間前払金を除く。）の支払いを発注者に請求

することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払

わなければならない。 



３ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の４

から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することが

できる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

４ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金

額の 10 分の５を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を

返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39条の規定による支払いをしよう

とするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当である

と認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額

が減額された日から 30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項

の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第 1 項の規定に基づき財務大臣

が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

（保証契約の変更） 

第３６条 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した

ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保

証事業会社に直ちに通知するものとする。 

－ 条文(B) － 

（前金払） 

第３５条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払

金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、そ

の保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金（中間前払金を除く。）の支払いを発注者に請求

することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約

書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契

約書記載の前払金（中間前払金に限る。）の支払いを発注者に請求することができる。 

３ 受注者は前項に規定する中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発

注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は

発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者

に通知しなければならない。 

４ 発注者は、第１項又は第２項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に

前払金を支払わなければならない。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の４

（第２項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の６）から受領済みの前払金額

（中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条まで、第

41 条及び第 53条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求する

ことができる。この場合においては、第４項の規定を準用する。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金

額の 10 分の５（第２項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10分の６）を超えると

きは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。

ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、

その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

７ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当である



と認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額

が減額された日から 30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項

の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第 1 項の規定に基づき財務大臣

が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

（保証契約の変更） 

第３６条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した

ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保

証事業会社に直ちに通知するものとする。 

［注］ 条文(A)は部分払を適用する時に、条文(B)は中間前払金を適用する時に選択的に使用する。 

（前払金の使用等） 

第３７条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費

並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払

いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用

に充てられる前払金の上限は、前払金額の 100 分の 25とする。 

（部分払） 

第３８条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場

等にある工場製品（第 13 条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合

格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定した

ものに限る。）に相応する請負代金額相当額の 10分の９以内の額について、契約書記載の回数以内に

おいて次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 

［注］ 部分払を行わない場合には、この条は適用しない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現

場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければなら

ない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計

図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知し

なければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注

者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合に

おいては、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と

受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額） 

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１

項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代

金相当額を控除した額」とするものとする。 

（部分引渡し） 

第３９条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべき

ことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了し



たときについては、第 32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とある

のは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡

しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第 33 条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る

請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第１項

の請求を受けた日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額／請負代金の額） 

（継続費等に係る契約の特則） 

第４０条 継続費及び債務負担行為（以下「継続費等」という。）に係る契約において、各会計年度にお

ける請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

          年度           円 

          年度           円 

          年度           円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

          年度           円 

          年度           円 

          年度           円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額

を変更することができる。 

（継続費等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第４１条 継続費等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完

成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、

各会計年度末）」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」

と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年

度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び

中間前払金の支払いを請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定

められているときには、同項の規定により準用される第 35条第１項の規定にかかわらず、受注者は、

契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。 

３ 第１項の場合において、前会計年度末における第 38 条第１項の請負代金相当額（以下この条及び

次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同

項の規定により準用される第 35 条第１項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計

年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求するこ

とができない。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に

達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証制限を延長するものとする。

この場合においては、第 36 条第３項の規定を準用する。 

（継続費等に係る契約の部分払の特則） 

第４２条 継続費等に係る契約において、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度に

おける出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度に

おいては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第６項

及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

（ａ） 部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部

分払金額）－（請負代金相当額－前会計年度までの出来高予定額）×当該会計年度前払金額／当該

会計年度の出来高予定額 

［注］ （ａ）は部分払を選択した場合に使用する。 



（ｂ） 部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－前会計年度までの支払金額－（請負代金相当額－

前会計年度までの出来高予定額）×（当該会計年度の前払金額＋当該会計年度の中間前払金額）／

当該会計年度出来高予定額 

［注］ （ｂ）は中間前払金を選択した場合に使用する。 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

          年度           回 

          年度           回 

          年度            回 

（第三者による代理受領） 

第４３条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす

ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払

請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第

33 条（第 39 条において準用する場合を含む。）又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければなら

ない。 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第４４条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39条において準用される第 33 条の規定に基づ

く支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、

工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由

を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しく

は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必

要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第４５条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによ

る履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注

者は、履行の追完を請求することができない 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求

した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の

追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求すること

ができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を

経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込

みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第４６条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 



第４７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経

過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにない

と認められるとき。 

(4) 第 10 条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(5) 正当な理由なく、第 45条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第４８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

(2) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で

再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意

思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない

とき。 

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過し

たとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約

をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

(10) 第 50 条又は第 51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同

じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者

が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表

者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団又は暴力

団員であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると

認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 



キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その

他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該

契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４９条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の催告による解除権） 

第５０条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時

における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第５１条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の５（工期の 10 分の５が６月を超え

るときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の

部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第５２条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第５３条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡し

を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければなら

ない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、

出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第 35 条（第 41 条において準用する場合を含む。）の規定による前払金が

あったときは、当該前払金の額（第 38条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部

分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から

控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47

条、第 48 条又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返

還の日までの日数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第1項の規定

に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 50 条又

は第 51 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の

出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又

は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復

して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品

を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により

滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を

賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管

理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を

含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、

発注者に明け渡さなければならない。 



７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約

の解除が第 47条、第 48条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第 46条、第 50 条又は

第 51 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後

段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を

聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び

受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第５４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第 47 条又は第 48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第 47 条又は第 48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由に

よって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 75 号）の

規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなさ

れる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡

しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律第8条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算し

た額とする。ただし、損害金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しないものとする。 

６ 第２項の場合（第 48 条第９号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）に

おいて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第５４条の２ 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のいずれかに該当し

たときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があ

った場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。）の 10 分の２に相当する額を違約金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第



54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業

者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、

独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した

当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が

受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたと

きは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各

名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において

同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が

示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員

会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の

基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたもの

であり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同

じ。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95 条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基

づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の２に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の５に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の３第２項

又は第３項の規定の適用があるとき。 

(2) 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定

判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内支払わないときは、受注者は、当該期間を経過

した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

律第８条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払

わなければならない。 

４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。 

５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５５条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第 50 条又は第 51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

２ 第 33 条第２項（第 39 条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた

場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅

延防止等に関する法律第８条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延

利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、

発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に 100 円に満たない端数があるときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。 



（契約不適合責任期間等） 

第５６条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第４項又は第５項（第 39条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」とい

う。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請

求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査し

て直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査にお

いて一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過

する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠

を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７

項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場

合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたとき

は、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、

民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、

契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第 637 条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはでき

ない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第 94 条第１項に規

定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施

行令（平成 12年政令第 64 号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないも

のを除く。）について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の

規定は適用しない。 

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により

生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。た

だし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ

の限りでない。 

（火災保険等） 

第５７条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計

図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下こ

の条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち

にその旨を発注者に通知しなければならない。 

（あっせん又は調停） 

第５８条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか

ったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者

との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会で

（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者そ

の他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する



紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第３項の規定により受注者が決定を

行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決

定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項

のあっせん又は調停を請求することができない。 

（仲裁） 

第５９条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解

決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁

に付し、その仲裁判断に服する。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第６０条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報

告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を

用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

（補則） 

第６１条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 

 

（令和７年５月１日施行） 



市庁舎長寿命化改修工事

 市庁舎長寿命化改修工事

A  建築工事 1.0 式

B  電気設備工事 1.0 式

C  機械設備工事 1.0 式

D  昇降機工事 1.0 式

EⅠ  共通仮設費 (積上) 1.0 式

EⅡ  共通仮設費 (率) 1.0 式

 現場管理費 1.0 式

 一般管理費 1.0 式

 (工事価格)

 消費税  10％ 1.0 式

 合計

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

No. 1  



市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

A  建築工事

Ⅰ  改修工事Ⅰ【既存本館事務棟改修】 1.0 式

Ⅱ  改修工事Ⅱ【既存別館改修】 1.0 式

Ⅲ  改修工事Ⅲ【既存本館議場棟改修】 1.0 式

Ⅳ  外構工事 1.0 式

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ  改修工事Ⅰ【既存本館事務棟改修】

Ⅰ-1  直接仮設工事 1.0 式

Ⅰ-2  躯体改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅰ-3  躯体改修工事(改修) 1.0 式

Ⅰ-4  外部改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅰ-5  外部改修工事(改修) 1.0 式

Ⅰ-6  建具改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅰ-7  建具改修工事(改修) 1.0 式

Ⅰ-8  内装改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅰ-9  内装改修工事(改修) 1.0 式

Ⅰ-10  塗装改修工事(改修) 1.0 式

Ⅰ-11  環境配慮改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅰ-12  発生材積込･運搬 1.0 式

Ⅰ-13  発生材処分 1.0 式

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-1  直接仮設工事

 (内部改修部)
 OA化工事に伴う仮設設置含む

 墨出し  内部個別改修 3,234.0 ｍ2
 OA化工事に伴う仮設設置含む

 墨出し  内部複合改修 458.0 ｍ2
 OA化工事に伴う仮設設置含む

 養生  内部個別改修 2,580.0 ｍ2
 OA化工事に伴う仮設設置含む

 養生  内部複合改修 1,311.0 ｍ2

 整理清掃後片付け  内部個別改修 2,580.0 ｍ2

 整理清掃後片付け  内部複合改修 1,311.0 ｍ2
 脚立足場

 内部仕上足場  階高4.0m以下 1,536.0 ｍ2
 手摺先行方式　供用9か月

 枠組本足場  建枠900×1700　H12.0m未満 38.9 ｍ2
 枠組本足場用 手摺先行方式

 安全手すり  供用9か月 7.2 ｍ

 ブラケット足場  供用9か月 63.0 ｍ2
 床  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.15mm
 養生  二重張り 1,683.0 ｍ2
 壁  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.08mm
 開口部養生 716.0 ｍ2
  
 開口部養生  合板 365.0 ｍ2
  
 床養生  合板 3,863.0 ｍ2

 仮設間仕切り  B種 187.0 ｍ2

 (外部改修部)

 墨出し  屋上防水改修 48.6 ｍ2
 屋上防水改修

 養生  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共) 48.6 ｍ2
 屋上防水改修

 養生  露出防水･簡易防水 93.2 ｍ2

 養生  外壁改修 214.0 ｍ2
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 屋上防水改修
 整理清掃後片付け  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共) 48.6 ｍ2

 屋上防水改修
 整理清掃後片付け  露出防水･簡易防水 93.2 ｍ2

 整理清掃後片付け  外壁改修 214.0 ｍ2

 枠組本足場用 供用9か月
 朝顔  出幅900mm 3.6 ｍ

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組本足場  建枠600×1700　H12.0m未満 47.7 ｍ2

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組本足場  建枠900×1700　H12.0m未満 477.0 ｍ2

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組本足場  建枠900×1700　H22.0m以上 2,415.0 ｍ2

 枠組本足場用 手摺先行方式
 安全手すり  供用9か月 180.0 ｍ

 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
 災害防止  供用9か月 2,061.0 ｍ2

 仮設材運搬 1.0 式
 机、いす、キャビネット、職員荷物等

 OAフロア化に伴う備品移動 15.0 回

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-2  躯体改修工事(撤去)

 (外部改修)
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 鉄筋切断共

 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  集積共 3.9 ｍ3
 t20～30mm

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 43.3 ｍ

 (内部改修)
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 鉄筋切断共

 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  集積共 6.5 ｍ3
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 無筋

 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  集積共 0.7 ｍ3
 t20～30mm

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 79.2 ｍ
 市民ﾎｰﾙ
 階段撤去 1.0 式

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-3  躯体改修工事(改修)

 (外部改修)

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  FC-21 S18 5.2 ｍ3

 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  FC-21 S18 3.8 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式

 構造体強度補正  +3N 1.0 式

 目荒し  床 14.2 ｍ2
 

 小型構造物用型枠  擁壁､囲障の基礎等 29.3 ｍ2

 型枠運搬費  4t車 30km程度 29.3 ｍ2

 打放し面補修  B種 ｺｰﾝ処理 24.6 ｍ2

 異形鉄筋  SD295A      D10 152.0 kg

 異形鉄筋  SD295A      D13 93.2 kg

 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2 ▲6.5 kg

 鉄筋加工組立  小型構造物 236.0 kg
 

 鉄筋運搬費  4t車 30km程度 236.0 kg

 溶接金網敷き  径6 150×150 61.7 ｍ2

 接着系ｱﾝｶｰ  D10 下向き 180.0 本
 SS400

 H形鋼  H-198×99×4.5×7 724.0 kg
 SS400

 山形鋼  L-65×65×6 33.5 kg
 SS400

 溝形鋼  C-100×50×5×7.5 17.7 kg

 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2 ▲25.8 kg

 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ  M16 L=200 40.0 本
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 接着系ｱﾝｶｰ  M12 横向き 6.0 本
 工場溶接長1.4m

 鉄骨工場加工組立  副資材･溶接材料費共 734.0 kg

 溶融亜鉛ﾒｯｷ  HDZT77 734.0 kg

 鉄骨運搬  6t車 734.0 kg

 鉄骨現場建方  中層（建方機械別途） 734.0 kg

 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 40.0 本

 ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  t30 99×370 20.0 か所

 (内部改修)

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  FC-21 S18 1.0 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式

 構造体強度補正  +3N 1.0 式
 

 小型構造物用型枠  擁壁､囲障の基礎等 6.0 ｍ2

 型枠運搬費  4t車 30km程度 6.0 ｍ2

 異形鉄筋  SD295A      D10 62.9 kg

 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2 ▲2.4 kg

 鉄筋加工組立  小型構造物 60.5 kg
 

 鉄筋運搬費  4t車 30km程度 60.5 kg

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-4  外部改修工事(撤去)

 屋上床
 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 48.6 ｍ2
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁･手摺壁
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 376.0 ｍ
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ
 ｱﾙﾐ目隠ﾌｪﾝｽ撤去  H1950 1.8 ｍ
 ｽﾛｰﾌﾟ踊場
 ﾓﾙﾀﾙ撤去 1.1 ｍ2
 同上
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾓﾙﾀﾙ面 9.0 ｍ
 ｽﾛｰﾌﾟ踊場
 点字ｼｰﾄ撤去  t2.5 300角 12.0 か所
 窓台
 ﾊﾄ除けﾈｯﾄ撤去  W100 189.0 ｍ
 外壁
 ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去  W300×H400 門型 8.0 か所
 外壁
 ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去  W500×H700 三角形 4.0 か所
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ
 ｵｰﾆﾝｸﾞ撤去  W4000×D2400 1.0 か所
 屋上緑化  H3000 W2500 φ100
 ｾﾝﾀﾞﾝ撤去  三脚鳥居共 1.0 本
 屋上緑化
 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ撤去  H1400 55.0 本
 屋上緑化
 ﾂｹﾞ撤去  H1000 34.0 本
 屋上緑化
 ｻﾂｷ撤去  H700 28.0 本
 屋上緑化
 芝生撤去 127.0 ｍ2
 屋上緑化
 客土撤去 34.6 ｍ3

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-5  外部改修工事(改修)

 （防水工事）
 屋上床
 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  A-1 47.5 ｍ2
 屋上立上り  砂付ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  D-1 23.4 ｍ2
 屋上立上り
 防水押え金物  ｱﾙﾐ製 27.0 ｍ
 屋上立上り
 ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ 27.0 ｍ
 屋上立上り
 緩衝材 27.0 ｍ
 屋上床
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-1 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 110.0 ｍ2
 屋上立上り
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 29.5 ｍ2
 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端  (ｱﾙﾐ笠木下)
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 8.4 ｍ2
 設備基礎天端
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 5.8 ｍ2
 設備基礎見付
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 3.2 ｍ2
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ巾木
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 57.2 ｍ2
 中庭ﾄﾞﾚｲﾝ廻り
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 0.1 ｍ2
 屋上
 脱気筒  ｽﾃﾝﾚｽ製 7.0 か所
 屋上ｱｺﾞ下
 防水ﾃｰﾌﾟ 116.0 ｍ
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁･手摺壁
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×10 376.0 ｍ
 中庭ﾄﾞﾚｲﾝ廻り
 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×10 1.3 ｍ

 （金属工事）
 屋上
 ｱﾙﾐ笠木取外･再取付  W400 7.0 ｍ
 屋上
 ｱﾙﾐ笠木取外･再取付  W420 10.4 ｍ
 屋上
 ｱﾙﾐ笠木取外･再取付  W600 3.8 ｍ
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ
 目隠ﾌｪﾝｽ  W1100×H1800 2.0 か所

 目隠フェンス法定福利費 1.0 式

 目隠フェンス取付費 1.0 式

 目隠しフェンス搬入費 1.0 式
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 （左官工事）
 設備基礎天端
 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ  直均し仕上げ 15.4 ｍ2
 屋上床
 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 47.5 ｍ2
 屋上床
 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ  塗膜防水下地 47.5 ｍ2
 設備基礎天端
 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ  塗膜防水下地 4.6 ｍ2
 ｽﾛｰﾌﾟ床
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて 点字ｼｰﾄ下地 1.1 ｍ2

 高圧洗浄  10～15MPa 3,211.0 ｍ2

 水洗い  既存ｶﾞﾝﾘｼﾝ面 339.0 ｍ2
 外壁他  Uｶｯﾄ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
 ひび割れ補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗込め 32.8 ｍ
 5F南面外壁(X5通)  200×100
 爆裂補強  ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 1.0 か所
 外壁他  上塗:ﾌｯ素 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 可とう形外装薄塗材E  下地調整(C-2)共 3,201.0 ｍ2

 （内外装工事）
 ｽﾛｰﾌﾟ踊場
 視覚障害者用ｼｰﾄ  300角 警告用 12.0 か所
 通用口階段段鼻
 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄ 7.4 ｍ

 （仕上ﾕﾆｯﾄ工事）
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ  W4100×D2500 手動
 ｵｰﾆﾝｸﾞ  取付金物共 1.0 か所

 ｵｰﾆﾝｸﾞ運搬費 1.0 式

 ｵｰﾆﾝｸﾞ取付費 1.0 式
 西側外壁
 ﾊﾄ除けﾈｯﾄ  W100 189.0 ｍ
 南側外壁
 ﾊﾄ除け剣山 1.0 式
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 （その他工事）

 鋼製手摺ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 4.1 ｍ2

 ｱﾙﾐ笠木ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 9.5 ｍ2

 Exp.Jｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 36.1 ｍ2

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-6  建具改修工事(撤去)

 （外部）
 ｶﾞﾗﾘ 枠共

 鋼製建具撤去  集積共 2.3 ｍ2

 ｶﾞﾗｽ撤去  集積共 11.2 ｍ2

 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  集積共 1,910.0 ｍ

 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  集積共 100.0 ｍ

 （内部）

 建具枠周囲はつり  ﾓﾙﾀﾙ 15㎝ 集積込 26.0 ｍ

 ｶｯﾀｰ入れ  ﾓﾙﾀﾙ面 26.0 ｍ
 片開戸 枠共

 鋼製建具撤去  集積共 10.0 ｍ2
 片開戸 扉のみ

 鋼製建具撤去  集積共 1.4 ｍ2
 片開戸 扉のみ

 木製建具撤去  集積共 14.4 ｍ2
 親子開戸 扉のみ

 木製建具撤去  集積共 4.3 ｍ2
 親子開戸 枠共

 木製建具撤去  集積共 1.6 ｍ2
 引違戸 枠共

 木製建具撤去  集積共 7.0 ｍ2
 引違襖 枠共

 木製建具撤去  集積共 15.4 ｍ2
 引違障子 枠共

 木製建具撤去  集積共 24.9 ｍ2

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  集積共 54.5 ｍ2

 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去  集積共 68.5 ｍ2
 片開戸 扉のみ

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ扉撤去  集積共 11.2 ｍ2
 片開戸 扉のみ

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ扉撤去  集積共 35.1 ｍ2

 ｶﾞﾗｽ撤去  集積共 31.6 ｍ2

 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  集積共 213.0 ｍ

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-7  建具改修工事(改修)

 （ｱﾙﾐ製建具工事）
 AW-12-1  W 990×H1900
 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設  方立新設共 1.0 か所
 AW-12-2  W 990×H1900
 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設  方立新設共 1.0 か所
 AW-12-2  W1850×H1790
 2段引違窓  ｶﾊﾞｰ工法 1.0 か所
 AD-6  W1900×H2742
 欄間･袖FIX+片開框戸  ｶﾊﾞｰ工法 1.0 か所
 SG-3  W1090×H1790
 ｶﾞﾗﾘ  ｶﾊﾞｰ工法 1.0 か所

 ｱﾙﾐ製建具工事取付費 1.0 式

 ｱﾙﾐ製建具工事諸経費 1.0 式

 ｱﾙﾐ製建具工事運搬費 1.0 式

 ｱﾙﾐ製建具工事法定福利費 1.0 式

 （鋼製建具工事）
 SD-9  特定防火設備
 片開戸  W 600×H1200 2.0 か所
 SD-H-1  特定防火設備
 片開戸  W 750×H1800 5.0 か所
 SD-H-3  特定防火設備
 片開戸  W 600×H600 5.0 か所
 SD-H-4  特定防火設備
 片開戸  W 750×H1150 1.0 か所
 SW-H-1  特定防火設備
 FIX窓  W1550×H 900 1.0 か所

 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共

 鋼製建具工事取付費 1.0 式

 鋼製建具工事搬入費 1.0 式

 鋼製建具工事法定福利費 1.0 式
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 （軽量鋼製建具工事）
 LSD-H-1
 片開戸  W 850×H2000 2.0 か所
 LSD-H-2
 片開戸  W 600×H2000 2.0 か所
 LSD-H-4
 片開戸  W 800×H1950 1.0 か所
 HSD-H-1
 片引ﾊﾝｶﾞｰ戸  W1030×H2000 5.0 か所

 軽量鋼製建具工事取付費 1.0 式

 軽量鋼製建具工事運搬費 1.0 式

 （ｼｬｯﾀｰ工事）
 SF-1  防火防煙 煙感連動
 ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ  W 800×H2100 12.0 か所
 SF-2  防火防煙 煙感連動
 ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ  W 800×H2100 2.0 か所

 ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ取付費 1.0 式

 ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ搬入費 1.0 式
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 （ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事）
 2AP-1
 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(片開戸)  W  940×H2110 1.0 か所
 2AP-3
 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ  W17275×H2210 1.0 か所
 3AP-1
 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ取外し･丈詰め･再取付  W 8780×H2610 1.0 か所
 3AP-2
 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ取外し･丈詰め･再取付  W 5465×H2610 1.0 か所
 5AP-1
 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ取外し･丈詰め･再取付  W10255×H2645 1.0 か所

 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事取付費 1.0 式

 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事諸経費 1.0 式

 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事運搬費 1.0 式

 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事搬入費 1.0 式

 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事法定福利費 1.0 式
 5AP-2
 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ  W 8000×H2595 1.0 か所

 （ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事）
 TB-H-1  W3200×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W550×H1900 2か所 4.0 か所
 TB-H-2  W3962×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W550×H1900 2か所 4.0 か所
 TB-H-3  W1000×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W600×H1900 1か所 4.0 か所

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事取付費 1.0 式

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事運搬費 1.0 式
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 （木製建具工事）
 WD-23  W 775×H1840
 片開戸  ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 10 か所

 丁番､DC､押棒
 標準金物一式

 （防水工事）
 外部
 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　10×10 1,389.0 ｍ
 外部
 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×15 521.0 ｍ

 （木工事）

 額縁  木製 62.5×25 28.3 ｍ

 （左官工事）
 内部
 建具廻り充填ﾓﾙﾀﾙ 44.2 ｍ

 （ガラス工事）
 t3.0 2.18㎡以下

 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 3.1 ｍ2
 t4.0 2.18㎡以下

 型板ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 8.6 ｍ2
 t6.8 2.18㎡以下

 網入型板ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 3.3 ｍ2
 t4.0 1.80㎡以下

 学校強化ｶﾞﾗｽ  ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 0.4 ｍ2
 AW-101･2AP-3
 目隠しﾌｨﾙﾑ 12.7 ｍ2

 （その他工事）
 外部
 既存金属製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 1,078.0 ｍ2
 内部
 既存金属製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 4.6 ｍ2

 既存ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 208.0 ｍ2
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備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 計
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-8  内装改修工事(撤去)

  
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去  33.0 ｍ3
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面 316.0 ｍ
  
 床組撤去 67.1 ｍ2
  
 床下地板撤去 49.7 ｍ2
  
 壁下地撤去 69.1 ｍ2
  
 天井下地組撤去 1,311.0 ｍ2
  
 下がり天井下地組撤去 111.0 ｍ2
  
 床仕上撤去  ﾓﾙﾀﾙ 20.6 ｍ2
  
 壁仕上撤去  ﾓﾙﾀﾙ 56.8 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾓﾙﾀﾙ面 63.3 ｍ
  
 床仕上撤去  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共) 8.5 ｍ2
  
 壁仕上撤去  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共) 305.0 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)面 378.0 ｍ
  
 床仕上撤去  縁甲板 17.4 ｍ2
  
 床仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 8.1 ｍ2
 
 床仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 16.4 ｍ2
  
 壁仕上撤去  ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 11.2 ｍ2
  
 壁仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 119.0 ｍ2
  
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 92.7 ｍ2
  
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 1,104.0 ｍ2
  
 下がり天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 111.0 ｍ2
  
 天井ｸﾛｽ撤去 10.0 ｍ2
  
 畳撤去  一畳 30.0 枚
  
 木製上框撤去 3.3 ｍ
  
 木製幅木撤去 33.3 ｍ
  
 畳寄せ撤去 23.8 ｍ
  
 雑巾摺撤去 20.9 ｍ

No. 19  



市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 市民ﾎｰﾙ階段  
 ｻｻﾗ撤去  ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t20 21.8 ｍ
  
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去  ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t30 11.2 ｍ
 押入  
 中段･天袋撤去 5.9 ｍ2
 市民ﾎｰﾙ階段
 点字ｼｰﾄ撤去  300角 12.0 か所
 B1～5F湯沸室
 水切撤去  SUS W65×H35 15.0 ｍ
 用務員室
 水切撤去  SUS W50×H40 2.6 ｍ
 B1～5F湯沸室
 流し台･調理台撤去  W2500×D500×H800 6.0 か所
 用務員室
 流し台･調理台撤去  W2600×D550×H800 1.0 か所
 B1～5F湯沸室  W1490×D450×H550+
 吊戸棚･食器棚撤去  W755×D450×H700 6.0 か所
 用務員室  W800×D350×H450+
 吊戸棚･食器棚撤去  W900×D350×H800 1.0 か所
 B1～5F湯沸室
 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去  W1010×D350×H550 6.0 か所
 用務員室
 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去  W800×D350×H450 1.0 か所
 用務員室
 戸棚撤去  W2000×D500×H2400 1.0 か所
 女子ﾄｲﾚ  木製
 戸棚撤去  W355×D355×H365 4.0 か所
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市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 男子ﾄｲﾚ  ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t30
 隔て壁撤去  W375×H1500 4.0 か所
 男子ﾄｲﾚ
 小便器手摺撤去  SUS φ38 L550 8.0 か所
 ﾄｲﾚ
 鏡撤去  W400×H600 16.0 か所
 厚生室
 付長押撤去  木製 40×100 67.0 ｍ
 厚生室
 床柱撤去  木製 φ100 H2650 2.0 か所
 厚生室(床の間)
 格子撤去  木製 W1650×D600×H450 2.0 か所
 厚生室
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去  木製 t30 W150×H150 ｺ型 10.1 ｍ
 市民ﾎｰﾙ階段  H1100
 ｶﾞﾗｽ手摺(G-1)撤去  笠木:木製､支柱･控柱:ｽﾁｰﾙ 9.0 ｍ
 市民ﾎｰﾙ階段  H1100
 ｶﾞﾗｽ手摺(G-2)撤去  笠木:木製､支柱:ｽﾁｰﾙ 5.2 ｍ
 市民ﾎｰﾙ階段  H860
 手摺(T-1)撤去  笠木:木製､支柱:ｽﾁｰﾙ 13.0 ｍ
 市民ﾎｰﾙ階段手摺
 ｶﾞﾗｽ撤去 14.2 ｍ2
 B1～5F EV前  W1200×D60×H945
 案内板撤去  SUSﾌﾚｰﾑ 6.0 か所
 ﾄｲﾚ
 大便器撤去  和式 20.0 か所
 男子ﾄｲﾚ
 小便器撤去 12.0 か所
 ﾄｲﾚ
 手洗器撤去 16.0 か所
 女子ﾄｲﾚ
 SK流し撤去 4.0 か所
 事務室
 電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 12.0 か所
 事務室
 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 1.0 式

 （サイン関連撤去）  本館･別館･議場棟･外構含む

 天井(ｱﾙﾐｸﾘｯﾌﾟ)ｻｲﾝ撤去  W800×H270 57.0 か所

 天井(ｱﾙﾐｸﾘｯﾌﾟ)ｻｲﾝ撤去  W800×H220 47.0 か所

 袖ｻｲﾝ撤去  W270×H90 14.0 か所

 袖ｻｲﾝ撤去  W410×H150 3.0 か所

 面付ｻｲﾝ撤去  W300×H300 10.0 か所

 その他ｻｲﾝ撤去  W1800×H700 1.0 か所

 ﾌﾛｱ案内(ｺｱ)ｻｲﾝ撤去  W1260×H945 t65 5.0 か所

 ﾌﾛｱ案内(課名)ｻｲﾝ撤去  W350×H850 5.0 か所
 ｽﾁｰﾙBOX

 出退表示撤去  W500×D300～160×H470 13.0 か所

 計
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Ⅰ-9  内装改修工事(改修)

 （既製コンクリート工事）
 壁  
 コンクリートブロック  C種 t150 塗下 2.7 ｍ2

 （防水工事）
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合  防かびﾀｲﾌﾟ
 シーリング  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　5×5 37.7 ｍ
 汚垂ﾀｲﾙ･ｼｰﾄ取合  防かびﾀｲﾌﾟ
 シーリング  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 16.8 ｍ

 防かびﾀｲﾌﾟ
 水廻り取合ｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 7.4 ｍ

 防かびﾀｲﾌﾟ
 水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 12.0 ｍ

 （タイル工事）
 男子ﾄｲﾚ(本館)  t6.0 W2150×D600
 汚垂ﾀｲﾙ  ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共 5.0 か所

 （木工事）
 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾊｶﾏ  30×200
 木製下地組  根太 50×35 @300 1.0 ｍ2
 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾊｶﾏ  
 耐水合板  t9 1.0 ｍ2
 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾊｶﾏ  
 上框  30×200 2.4 ｍ

 （金属工事）
 壁  
 軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りなし @300 70.2 ｍ2
 壁  
 軽量鉄骨壁下地  65形 下地張り有り @450 149.0 ｍ2
 壁  
 軽量鉄骨壁下地  50形 下地張り有り @300 67.5 ｍ2
 壁  
 軽量鉄骨壁下地  50形 下地張り有り @450 252.0 ｍ2
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁  
 軽量鉄骨壁下地  50形 下地張りなし @450 15.1 ｍ2
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 軽量鉄骨壁開口部補強 1.0 式
 天井  19形 下地張りなし @300
 軽量鉄骨天井下地  H1.5以下 ｲﾝｻｰﾄ含む 1,105.0 ｍ2
 天井  19形 下地張りあり @360
 軽量鉄骨天井下地  H1.5以下 ｲﾝｻｰﾄ含む 195.0 ｍ2
 下がり壁
 軽量鉄骨下がり壁下地  19形　H300～500程度 248.0 ｍ

 軽量鉄骨天井開口部補強 1.0 式
 内外枠共目地 一般ﾀｲﾌﾟ

 天井点検口  ｱﾙﾐ製 300角 2.0 か所
 内外枠共目地 一般ﾀｲﾌﾟ

 天井点検口  ｱﾙﾐ製 450角（予備40箇所含む） 125.0 か所
 階段･EV前
 点字鋲  SUS 300角 注意喚起用 172.0 か所
 1F市民ﾎｰﾙ
 床見切縁  ｽﾃﾝﾚｽ製 8.7 ｍ
 廊下
 床見切縁  ｽﾃﾝﾚｽ製 14.7 ｍ
 階段段鼻
 ノンスリップ  ｽﾃﾝﾚｽ製 W35 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り 262.0 ｍ
 3F事務室
 ノンスリップ  ｽﾃﾝﾚｽ製 W35 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り 6.0 ｍ
 階段(1)･(2)  H=750
 自立手摺  笠木:樹脂製 φ34 75.7 ｍ

 支柱:樹脂製 φ34 @1200程度

 1～5F湯沸室
 水切  SUS W65×H35 12.0 ｍ

 （左官工事）
 床  
 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ  ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下 7.5 ｍ2
 床  
 セルフレベリング  t18 87.6 ｍ2
 床  金ごて t50
 モルタル塗り 1.0 ｍ2
 床  金ごて t23.5
 モルタル塗り  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地 3.3 ｍ2
 床  金ごて t28
 モルタル塗り  ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 0.9 ｍ2
 床  
 下地補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 488.0 ｍ2
 床  
 下地処理  既存ﾓﾙﾀﾙ面 ｹﾚﾝ処理 1,006.0 ｍ2
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 踊場  
 下地処理  既存ﾓﾙﾀﾙ面 ｹﾚﾝ処理 41.4 ｍ2
 踏面蹴込  
 下地処理  既存ﾓﾙﾀﾙ面 ｹﾚﾝ処理 111.0 ｍ2
 壁  
 下地処理  既存ﾓﾙﾀﾙ面 ｹﾚﾝ処理 36.0 ｍ2
 壁  
 下地処理  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｹﾚﾝ処理 7.7 ｍ2
 段裏
 水洗い  既存ﾓﾙﾀﾙ面 162.0 ｍ2
 壁  凹凸状 PB面
 複層塗材Ｅ  下地調整(C-2)共 34.0 ｍ2
 壁  凹凸状 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面
 複層塗材Ｅ  下地調整(C-2)共 159.0 ｍ2
 壁  凹凸状 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 複層塗材Ｅ  下地調整(C-2)共 1,323.0 ｍ2
 曲面壁  凹凸状 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 複層塗材Ｅ  下地調整(C-2)共 46.6 ｍ2
 段裏  凹凸状 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 複層塗材Ｅ  下地調整(C-2)共 162.0 ｍ2
 壁
 内装仕上塗材  下地調整(C-2)共 59.0 ｍ2
 市民ﾎｰﾙ階段撤去部  
 モルタル埋め  110×190 1.6 ｍ

 （内外装工事）
 床  
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 一般床 熱溶接工法 214.0 ｍ2
 立上り  H100
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 一般床 熱溶接工法 44.6 ｍ
 床  
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 多湿部床 熱溶接工法 81.1 ｍ2
 立上り  H100
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 多湿部床 熱溶接工法 133.0 ｍ
 立上り  
 頂部見切縁  ｱﾙﾐ製 178.0 ｍ
 蹴込  
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 熱溶接工法 50.2 ｍ2
 床  
 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ  t3.0 一般床 64.0 ｍ2
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 床  
 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ  t6.5 ﾓﾙﾀﾙ面直張工法 866.0 ｍ2
 踏面  
 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ  t6.5 ﾓﾙﾀﾙ面直張工法 60.4 ｍ2
 踊場  
 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ  t6.5 ﾓﾙﾀﾙ面直張工法 41.4 ｍ2

 床  
 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ階数表示  300×300 6.0 か所
 床  
 タイルカーペット  (OAﾌﾛｱ面) 2,355.0 ｍ2
 床  
 ＯＡフロア  H40 (ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下) 2,355.0 ｍ2
 同上  
 ボーダー加工  959.0 ｍ
 同上
 ジャンクションカバー 237.0 か所
 同上
 フィードンチャンネル 228.0 か所
 同上
 ロングスロープ 45.0 本
 同上
 ロングスロープ(塞蓋) 5.0 ｾｯﾄ
 同上
 上框 154.0 本
 同上
 上框(出隅) 61.0 本
 同上
 上框(入隅) 7.0 本
 同上
 スロープ(材料納品) 10.0 本
 各階既存ﾓｰﾙ配線撤去後
 穴埋め工事 1.0 式

 ＯＡフロア工事法定福利費 1.0 式
  
 ビニル巾木  H60 41.8 ｍ
  
 ビニル巾木  H100 453.0 ｍ
 壁  防火1級 PB面
 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ  素地ごしらえ共 143.0 ｍ2
 天井  防火1級 PB面
 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ  素地ごしらえ共 10.0 ｍ2
 壁  t3.0
 化粧不燃板  ｼｰﾙ･ｼﾞｮｲﾅｰ共 342.0 ｍ2
 柱型  t3.0
 化粧不燃板  ｼｰﾙ･ｼﾞｮｲﾅｰ共 11.2 ｍ2
 ﾗｲﾝﾝｸﾞ壁  t3.0
 化粧不燃板  ｼｰﾙ･ｼﾞｮｲﾅｰ共 13.5 ｍ2
 天井  
 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t9.5　継目処理共 10.0 ｍ2
 壁  
 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　継目処理共 142.0 ｍ2
 壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　下地張り 276.0 ｍ2
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 ﾗｲﾝﾝｸﾞ壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　下地張り 15.1 ｍ2
 壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　GL工法 下地張り 115.0 ｍ2
 柱型  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　GL工法 下地張り 11.7 ｍ2
 壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　継目処理共 2.8 ｍ2
 天井  
 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t9.5 1,072.0 ｍ2
 下がり壁  
 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t9.5 86.2 ｍ2
 壁  
 硅酸ｶﾙｼｳﾑ板  t5.0　目透 5.6 ｍ2
 天井  
 硅酸ｶﾙｼｳﾑ板  t5.0　目透 24.8 ｍ2
 天井  t12 ﾌﾗｯﾄ
 岩綿吸音版  捨貼:GB-NC t9.5共 195.0 ｍ2
 下がり壁  t12 ﾌﾗｯﾄ
 岩綿吸音版  捨貼:GB-NC t9.5共 26.2 ｍ2
 壁  
 継目処理  287.0 ｍ2
 壁  
 ﾎﾞｰﾄﾞ出隅材  163.0 ｍ
  
 廻り縁  塩ﾋﾞ製 1,281.0 ｍ
  
 廻り縁  塩ﾋﾞ製 R付 3.1 ｍ
  
 下がり壁見切縁  塩ﾋﾞ製 248.0 ｍ
 壁  
 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填  t50 24kg/m3 126.0 ｍ2
 壁  
 遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ  203.0 ｍ
 壁  t107　LGS65
 耐火間仕切  強化PB t21+21(片面) 2.9 ｍ2
 壁  t119　LGS65 千鳥
 耐火間仕切  強化PB t12.5+硬質PB t9.5(両面) 87.2 ｍ2
 壁  
 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ  136.0 ｍ
 EV扉
 ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼  既存鉄部面 29.8 ｍ2
 EVかご内ｻｲﾝ枠
 ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼  既存鉄部面 糸幅20程度 4.3 ｍ
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 （仕上ﾕﾆｯﾄ工事）
  W120
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 1.6 ｍ
  W150
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 9.0 ｍ
  W200
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 3.0 ｍ
  W300
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 3.0 ｍ
 巾木･ささら巾木
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ面 27.6 ｍ2
 階段手摺壁笠木
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ面 15.9 ｍ2
 1～5F湯沸室
 流し台+調理台  L2400 5.0 か所
 休養室(脱衣室)
 ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ  0812 2.0 か所
 ﾄｲﾚ
 化粧鏡  W300×H450 24.0 か所
 休養室(洗面ｺｰﾅｰ)
 化粧鏡  W300×H450 8.0 か所
 女子ﾄｲﾚ
 姿見鏡  W300×H1500 4.0 か所
 男子ﾄｲﾚ
 姿見鏡  W300×H1500 4.0 か所
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 女子ﾄｲﾚ SK
 化粧棚 4.0 か所
 ﾄｲﾚ
 化粧棚  W452×D136 t42 24.0 か所
 休養室(洗面ｺｰﾅｰ)
 化粧棚  W452×D136 t42 8.0 か所
 ﾄｲﾚ
 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 16.0 か所
 ﾄｲﾚ
 洗面器用手摺 8.0 組
 男子ﾄｲﾚ
 小便器用手摺  W650×D550×H470 4.0 か所
 ﾄｲﾚ
 L型手摺 16.0 か所
 ﾄｲﾚ･休養室(脱衣室)
 物掛けﾌｯｸ 38.0 か所
 ﾄｲﾚ
 戸当りﾌｯｸ 16.0 か所
 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ  W675×D600×H2250
 整理棚  見掛り:ﾒﾗﾐﾝﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1.0 か所

 扉:ﾒﾗﾐﾝﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15
 SUS丁番･SUS円筒取手･SUSﾀﾞﾎﾞ

 整理棚法定福利費 1.0 式

 整理棚施工費 1.0 式
 厚生室･休養室(休養ｽﾍﾟｰｽ)
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ  米栂 t25 W150×H150 ｺ型 7.8 ｍ
 厚生室･休養室(休養ｽﾍﾟｰｽ)
 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ  ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ 7.8 ｍ
 休養室(ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ出入口)  樹脂製 130×25程度
 付枠  ｶｲﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ 9.6 ｍ
 1～5F湯沸室･B1Fﾕｰﾃｨﾘﾃｨ  SUS製 PL t2.0 W400×H300
 既存ﾀﾞｸﾄｼｭｰﾄ閉鎖  (既存枠に溶接) 6.0 か所

 ｱｸﾘﾙ板 t5.0
 ﾚｽﾄﾗﾝｻｲﾝ取外し再取付  W1100×H350 1.0 か所
 階段(1)･(2)ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ手摺
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存木部 16.9 ｍ2
 階段(1)･(2)ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ手摺
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存鉄部 2.1 ｍ2
 階段(1)･(2)壁付手摺
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存SUS部 17.3 ｍ2
 階段(1)･(2)手摺壁天端･小口
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ面 15.3 ｍ2
 1～5F湯沸室 三方枠
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ面 7.6 ｍ2
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 （サイン関連）
 1
 自転車･原付ﾊﾞｲｸﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ  (来場者専用) 1.0 か所
2  (両面大)
 当該課名名称ｻｲﾝ 31.0 か所
3  (片面大)
 当該課名名称ｻｲﾝ 21.0 か所
4  (片面小)
 課名他誘導名称ｻｲﾝ 1.0 か所
5
 突出しﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ 18.0 か所
6  1～5F(EV廻り)
 全階課名･部署ｻｲﾝ 6.0 か所
7  1～5F(EV廻り)
 ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ  縦型表示 7.0 か所
8  B1～RF(EV廻り)
 階数表示ｻｲﾝ 7.0 か所
9
 EV内全階課名･部署ｻｲﾝ 2.0 か所
11
 総合窓口課ｻｲﾝ 1.0 か所
12
 ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｼｰﾄｻｲﾝ 26.0 か所
13
 別館本庁舎総合案内ｻｲﾝ 1.0 か所
14  各ﾌﾛｱ案内 短冊室名表示
 別館1F総合案内板 1.0 か所
15  1F(EV廻り)
 別館全階課名･部署ｻｲﾝ 1.0 か所
16  2～5F(EV廻り)
 別館ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ 4.0 か所
17
 EV内ﾌﾛｱ各階案内ｻｲﾝ 1.0 か所
18  W1200×H1200×2台
 ﾏｸﾞﾈｯﾄ掲示板  (1～5F) 5.0 か所
19
 階段廻り階数表示ｻｲﾝ 11.0 か所
20
 踊場階数表示ｻｲﾝ 10.0 か所
21  1F住所変更･戸籍･外国
 吊り下げﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ 2.0 か所
22
 ﾌﾛｱﾏｯﾌﾟ図 7.0 か所
23
 EV前天井吊り下げｻｲﾝ 6.0 か所
24
 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 5.0 か所
25
 室名ｼｰﾄｻｲﾝ 9.0 か所
26
 壁面室名ｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ 29.0 か所
27
 ON/OFF一体表示ｻｲﾝ 27.0 か所
28
 EV前掲示板 5.0 か所
29  (PS･EPS･倉庫他)
 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｼｰﾄ切り文字ｻｲﾝ 38.0 か所
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 1F事務室(AW-7)
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1775×H1900 12.0 か所
 1F事務室（AW-9）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1960×H1900 12.0 か所
 1F事務室（AW-10）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1960×H2000 6.0 か所
 1F事務室（AW-10）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W890×H2000 3.0 か所
 1F事務室（AW-104）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1985×H2000 3.0 か所

 2F事務室（AW-9）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1960×H1900 16.0 か所
 2F事務室（AW-10）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1960×H2000 8.0 か所
 2F事務室（AW-10）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W890×H2000 4.0 か所
 1F事務室（AW-104）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1985×H2000 3.0 か所
 2F事務室（AW-19）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1650×H2840 4.0 か所

 3F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 32.0 か所
 3F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W930×H1900 8.0 か所
 3F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585×H1900 8.0 か所
 3F事務室（AW-3）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 8.0 か所
 3F事務室（AW-3）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585×H1900 8.0 か所
 3F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 4.0 か所
 3F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W930*H1900 6.0 か所
 3F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585*H1900 4.0 か所
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 4F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 32.0 か所
 4F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W930×H1900 8.0 か所
 4F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585×H1900 8.0 か所
 4F事務室（AW-3）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 8.0 か所
 4F事務室（AW-3）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585×H1900 8.0 か所
 4F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 4.0 か所
 4F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W930*H1900 6.0 か所
 4F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585*H1900 4.0 か所

 5F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 32.0 か所
 5F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W930×H1900 8.0 か所
 5F事務室（AW-1）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585×H1900 8.0 か所
 5F事務室（AW-3）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 8.0 か所
 5F事務室（AW-3）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585×H1900 8.0 か所
 5F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W1830*H1900 4.0 か所
 5F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W930*H1900 6.0 か所
 5F事務室（AW-2）
 手動遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ  W585*H1900 4.0 か所

 計
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Ⅰ-10  塗装改修工事(改修)

 (外部)
 ﾄﾞﾚｲﾝ  既存鉄部 φ100
 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗替え  下地調整(RB種)共 5.0 か所
 中庭ﾄﾞﾚｲﾝ廻り  既存鉄部 φ200
 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗替え  下地調整(RB種)共 2.0 か所

 設備架台  亜鉛めっき鋼面
 DP塗り  錆止め塗料共 24.6 ｍ2
 樋受ﾌﾞﾗｹｯﾄ  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 12.5 ｍ2
 渡階段  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  錆止め､下地調整(RB種)共 18.2 ｍ2

 室外機ﾌﾞﾗｹｯﾄ  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 1.6 ｍ2
 鋼製建具  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 13.3 ｍ2

 (内部)
 鋼製建具  亜鉛めっき鋼面
 DP塗り  錆止め塗料共 24.8 ｍ2
 鋼製建具  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 315.0 ｍ2
 鋼製建具  亜鉛めっき鋼面
 SOP塗り  錆止め塗料共 3.3 ｍ2
 鋼製建具枠  亜鉛めっき鋼面 細幅
 SOP塗り  錆止め塗料共 57.6 ｍ
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ  木部
 SOP塗り  素地ごしらえ(A種)共 3.8 ｍ2
 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾊｶﾏ天端  合板面
 SOP塗り  素地ごしらえ(A種)共 1.0 ｍ2
 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾊｶﾏ框  木部 細幅
 SOP塗り  素地ごしらえ(A種)共 2.4 ｍ
 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ  既存木部
 SOP塗替え  下地調整(RB種)共 4.1 ｍ2
 木製建具枠  既存木部 細幅
 SOP塗替え  下地調整(RB種)共 44.6 ｍ
 額縁  既存木部 細幅
 SOP塗替え  下地調整(RB種)共 28.3 ｍ
 木製建具  既存木部
 OP塗替え  下地調整(RB種)共 17.2 ｍ2
 木製建具  既存木部
 OSCL塗替え  下地調整(RB種)共 4.1 ｍ2
 壁  PB面　B種一般面
 EP-G塗り  素地ごしらえ(A種)共 202.0 ｍ2
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備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 壁  ｹｲｶﾙ面　B種一般面
 EP-G塗り  素地ごしらえ(B種)共 5.3 ｍ2
 天井  ｹｲｶﾙ面　B種見上面
 EP-G塗り  素地ごしらえ(B種)共 24.8 ｍ2
 壁  既存ﾓﾙﾀﾙ面　B種一般面
 EP-G塗替え  下地調整(RB種)共 38.0 ｍ2
 柱型  既存ﾓﾙﾀﾙ面　B種一般面
 EP-G塗替え  下地調整(RB種)共 10.3 ｍ2
 壁  既存合板面　B種一般面
 EP-G塗替え  下地調整(RB種)共 6.4 ｍ2
 天井  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種見上面
 EP-G塗替え  下地調整(RB種)共 9.3 ｍ2
 下がり壁  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種見上面
 EP-G塗替え  下地調整(RB種)共 3.4 ｍ2

 計
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備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅰ-11  環境配慮改修工事(撤去)

 (外部)
 外壁(足場繋ぎ部)  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 仕上塗材除去撤去  集じん装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 19.8 ｍ2
  
 ｱｽﾍﾞｽﾄ飛散防止剤散布  材工共 19.8 ｍ2
  
 除去石綿処理  密封処理(二重梱包) 0.1 ｍ3

 (内部)
 床(和便器撤去部)  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 既存防水層撤去  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 屋内 7.5 ｍ2
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 床仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 1,420.0 ｍ2
 階段  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 踊場仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 41.4 ｍ2
 階段  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 踏面蹴込仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 111.0 ｍ2
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 幅木仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ幅木 474.0 ｍ
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　一重張り 116.0 ｍ2
 B1～5F湯沸室(流し下)
 防滴材撤去  t5.0 W600×D450 6.0 か所
 用務員室(流し下)
 防滴材撤去  t5.0 W600×D450 1.0 か所
  
 ｱｽﾍﾞｽﾄ飛散防止剤散布  材工共 1,737.0 ｍ2
  
 除去石綿処理  密封処理(二重梱包) 3.8 ｍ3

 計
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Ⅰ-12  発生材積込･運搬

 機械
 発生材積込  ｺﾝｸﾘｰﾄくず 11.1 ｍ3

 機械
 発生材積込  その他がれき類 41.4 ｍ3

 人力
 発生材積込  混合廃棄物 23.3 ｍ3

 人力
 発生材積込  木くず 37.6 ｍ3

 人力
 発生材積込  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 13.4 ｍ3

 人力
 発生材積込  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.9 ｍ3

 人力
 発生材積込  硝子･陶磁器くず 1.8 ｍ3

 人力
 発生材積込  畳くず･繊維くず 2.7 ｍ3

 人力
 発生材積込  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 3.8 ｍ3

 2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 24km以下
 発生材運搬  建設発生土 34.6 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 11.1 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  その他がれき類 41.4 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  混合廃棄物 23.3 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  木くず 37.6 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 13.4 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.9 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  硝子･陶磁器くず 1.8 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  畳くず･繊維くず 2.7 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 3.8 ｍ3

 計
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Ⅰ-13  発生材処分

 発生材処分  建設発生土 34.6 ｍ3

 発生材処分  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 26.1 ｔ

 発生材処分  その他がれき類 41.4 ｍ3

 発生材処分  混合廃棄物 23.3 ｍ3

 発生材処分  木くず 37.6 ｍ3

 発生材処分  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 13.4 ｍ3

 発生材処分  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.9 ｍ3

 発生材処分  硝子･陶磁器くず 1.8 ｔ

 発生材処分  畳くず･繊維くず 2.7 ｍ3

 発生材処分  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 3.8 ｍ3

 有価物売却費  普通鋼くず(H2) 2.6 ｔ

 有価物売却費  金属くず(H3) 1.0 ｔ

 有価物売却費  鋳鉄くず(故銑A) 236.0 kg

 有価物売却費  ｱﾙﾐくず(込ｶﾞﾗ) 62.2 kg

 有価物売却費  ｽﾃﾝﾚｽくず(18Cr:8) 156.0 kg

 計
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Ⅱ  改修工事Ⅱ【既存別館改修】

Ⅱ-1  直接仮設工事 1.0 式

Ⅱ-2  躯体改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅱ-3  躯体改修工事(改修) 1.0 式

Ⅱ-4  外部改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅱ-5  外部改修工事(改修) 1.0 式

Ⅱ-6  建具改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅱ-7  建具改修工事(改修) 1.0 式

Ⅱ-8  内装改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅱ-9  内装改修工事(改修) 1.0 式

Ⅱ-10  塗装改修工事(改修) 1.0 式

Ⅱ-11  環境配慮改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅱ-12  発生材積込･運搬 1.0 式

Ⅱ-13  発生材処分 1.0 式

 計
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Ⅱ-1  直接仮設工事

 (内部改修部)

 墨出し  内部複合改修 109.0 ｍ2

 養生  内部複合改修 109.0 ｍ2

 養生  内部個別改修 23.5 ｍ2

 整理清掃後片付け  内部複合改修 109.0 ｍ2

 整理清掃後片付け  内部個別改修 23.5 ｍ2
 脚立足場

 内部仕上足場  階高4.0m以下 132.0 ｍ2

 床  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.15mm
 養生  二重張り 109.0 ｍ2
 壁  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.08mm
 開口部養生 17.3 ｍ2
  
 開口部養生  合板 17.3 ｍ2
  
 床養生  合板 325.0 ｍ2

 仮設間仕切り  B種 43.4 ｍ2

 (外部改修部)
 屋上防水改修

 養生  露出防水･簡易防水 534.0 ｍ2

 養生  外壁改修 220.0 ｍ2
 屋上防水改修

 整理清掃後片付け  露出防水･簡易防水 534.0 ｍ2

 整理清掃後片付け  外壁改修 220.0 ｍ2

 枠組本足場用 供用9か月
 朝顔  出幅900mm 12.6 ｍ

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組本足場  建枠600×1700　H22.0m以上 83.9 ｍ2

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組本足場  建枠900×1700　H22.0m未満 1,557.0 ｍ2

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組本足場  建枠900×1700　H22.0m以上 685.0 ｍ2

 枠組本足場用 手摺先行方式
 安全手すり  供用9か月 107.0 ｍ
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 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
 災害防止  供用9か月 1,835.0 ｍ2

 金網式養生枠
 災害防止  供用9か月 80.1 ｍ2

 仮設材運搬 1.0 式

 計
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Ⅱ-2  躯体改修工事(撤去)

 (内部改修)
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 鉄筋切断共

 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  集積共 0.6 ｍ3
 t20～30mm

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 26.4 ｍ

 計
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Ⅱ-3  躯体改修工事(改修)

 (内部改修)

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  FC-21 S18 0.7 ｍ3

 嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ  FC-21 S18 0.1 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式

 構造体強度補正  +3N 1.0 式
 

 小型構造物用型枠  擁壁､囲障の基礎等 4.0 ｍ2

 型枠運搬費  4t車 30km程度 4.0 ｍ2

 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ  t100 2.0 ｍ2

 異形鉄筋  SD295A      D10 36.2 kg

 異形鉄筋  SD295A      D13 1.9 kg

 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2 ▲1.0 kg

 鉄筋加工組立  小型構造物 36.6 kg
 

 鉄筋運搬費  4t車 30km程度 36.6 kg

 溶接金網敷き  径6 150×150 2.0 ｍ2

 接着系ｱﾝｶｰ  D10 横向き 28.0 本

 計
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Ⅱ-4  外部改修工事(撤去)

 屋上立上り
 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 19.3 ｍ2
 屋上立上り
 押え金物撤去  ｱﾙﾐ 30×10 140.0 ｍ
 屋上床
 伸縮目地撤去  樹脂製 358.0 ｍ
 避雷針･ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10.8 ｍ
 ｱﾙﾐ笠木
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 124.0 ｍ
 階段屋根水切取合
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 9.8 ｍ
 玄関ﾎｰﾙ前ﾎﾟｰﾁ床
 誘導ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 5.9 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)面 53.2 ｍ
 屋上  ｽﾁｰﾙ製 φ25
 配管撤去  配管基礎共 17.6 ｍ
 屋上
 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ撤去  ｽﾁｰﾙ製 250×250×H150 1.0 か所
 屋上
 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ撤去  ｽﾁｰﾙ製 250×250×H100 1.0 か所
 屋上  ｽﾁｰﾙ製 φ60 H5000
 ｱﾝﾃﾅ撤去  ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ共 1.0 か所
 屋上  700×700×120
 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去  ｺﾞﾑﾏｯﾄt5.0共 1.0 か所

 計

No. 42  



市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅱ-5  外部改修工事(改修)

 （防水工事）
 屋上床
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-1 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 507.0 ｍ2
 屋上床
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 27.0 ｍ2
 屋上立上り
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 30.2 ｍ2
 設備基礎天端
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 38.2 ｍ2
 設備基礎見付
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 5.9 ｍ2
 屋上
 脱気筒  ｽﾃﾝﾚｽ製 2.0 か所
 屋上ｱｺﾞ下
 防水ﾃｰﾌﾟ 140.0 ｍ
 屋上床(伸縮目地撤去部)
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)　20×10 358.0 ｍ
 基礎周囲
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)　15×10 48.7 ｍ
 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(J-BOX撤去跡)
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　10×10 1.8 ｍ
 避雷針･ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×10 10.8 ｍ
 階段屋根水切取合
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×10 9.8 ｍ
 ｱﾙﾐ笠木
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　30×10 124.0 ｍ

 （金属工事）
 J-BOX撤去跡  ｽﾃﾝﾚｽ製 PL-2.0 150×150
 金属ﾌﾟﾚｰﾄ  四点ｽﾃﾝﾚｽ製ﾋﾞｽ止 1.0 か所

 （左官工事）
 玄関ﾎｰﾙ前ﾎﾟｰﾁ床
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて 点字ｼｰﾄ下地 5.9 ｍ2

 高圧洗浄  10～15MPa 2,276.0 ｍ2

 水洗い  既存ｶﾞﾝﾘｼﾝ面 78.8 ｍ2
 外壁他  Uｶｯﾄ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
 ひび割れ補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗込め 7.8 ｍ
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 （内外装工事）
 玄関ﾎｰﾙ前ﾎﾟｰﾁ床
 視覚障害者用ｼｰﾄ  300角 警告用 66.0 か所

 （その他工事）

 ｱﾙﾐ笠木ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 66.0 ｍ2

 ｱﾙﾐ庇ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 5.3 ｍ2
 柱型
 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 59.3 ｍ2

 計
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Ⅱ-6  建具改修工事(撤去)

 （外部）

 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 1,003.0 ｍ

 （内部）

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  集積共 89.7 ｍ2

 計

No. 45  



市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

Ⅱ-7  建具改修工事(改修)

 （ｽﾃﾝﾚｽ製建具工事）
 SSD-B-1
 FIX+引分自動ﾄﾞｱ  W3350×H2700 1.0 か所
 SSD-51
 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換  W3740×H485 1.0 か所
 SSD-B-1
 FIX+引分自動ﾄﾞｱ運搬費 1.0 式
 SSD-B-1
 FIX+引分自動ﾄﾞｱ諸経費 1.0 式
 SSD-B-1
 FIX+引分自動ﾄﾞｱ取付調整費 1.0 式
 SSD-B-1
 FIX+引分自動ﾄﾞｱ福利厚生費 1.0 式
 SSD-B-1
 ｴﾝｼﾞﾝ装置  W3350×H2700 1.0 か所
 SSD-51  透過式センサー類含む
 ｴﾝｼﾞﾝ装置取替え  既存撤去含む 1.0 か所

 ｴﾝｼﾞﾝ装置取付費 1.0 式

 ｴﾝｼﾞﾝ装置諸経費 1.0 式

 （ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事）
 TB-B-1  W3710×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W550×H1900 2か所 5.0 か所
 TB-B-2  W3775×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W550×H1900 2か所 5.0 か所
 TB-B-3  W1085×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W445×H1900 1か所 5.0 か所
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 （防水工事）
 外部
 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　10×10 732.0 ｍ
 外部
 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×15 271.0 ｍ

 （左官工事）
 内部
 建具廻り充填ﾓﾙﾀﾙ 6.1 ｍ

 （ガラス工事）
 t6.0 2.18㎡以下

 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 1.6 ｍ2
 t12.0 4.00㎡以下

 強化ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 6.2 ｍ2

 （その他工事）
 外部
 既存金属製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 584.0 ｍ2

 計
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Ⅱ-8  内装改修工事(撤去)

  
 ALC板撤去  2.5 ｍ3
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ALC板面 55.9 ｍ
  
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去  1.8 ｍ3
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面 38.0 ｍ
  
 天井下地組撤去 112.0 ｍ2
  
 床仕上撤去  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共) 109.0 ｍ2
  
 壁仕上撤去  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共) 317.0 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)面 271.0 ｍ
  
 壁仕上撤去  御影石(下地ﾓﾙﾀﾙ共) 0.3 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  御影石(下地ﾓﾙﾀﾙ共)面 3.9 ｍ
  
 壁仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 5.0 ｍ2
  
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 3.2 ｍ2
  
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去  ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t30 15.0 ｍ
 1～5F男子ﾄｲﾚ
 洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去  W1560×D600 5.0 か所
 1～5F女子ﾄｲﾚ
 洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去  W2360×D600 5.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 隔て板撤去  W600×H1900 10.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 可動式手摺撤去  SUS φ38 L800×H730 1.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 I型手摺撤去  SUS φ38 L800 1.0 か所
 1～5F男子ﾄｲﾚ
 小便器手摺撤去  W650×D550 5.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 和便器手摺撤去  L300 10.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ撤去  W300×D300 1.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ撤去  W700×D250 1.0 か所
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 1～5Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 鏡撤去  W350×H1000 5.0 か所
 1～5F男子ﾄｲﾚ
 鏡撤去  W1600×H1070 5.0 か所
 1～5F女子ﾄｲﾚ
 鏡撤去  W2420×H1070 5.0 か所
 玄関ﾎｰﾙ 手鋏防止柵
 ｱｸﾘﾙ板撤去  t3.0 1.5 ｍ2
 1～5Fﾄｲﾚ
 大便器撤去  和式 10.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 大便器撤去  洋式 10.0 か所
 1～5F男子ﾄｲﾚ
 小便器撤去 15.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 洗面器撤去 25.0 か所
 1～5F男子ﾄｲﾚ
 SK流し撤去 5.0 か所

 計
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Ⅱ-9  内装改修工事(改修)

 （防水工事）
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合  防かびﾀｲﾌﾟ
 シーリング  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　5×5 60.7 ｍ
 汚垂ﾀｲﾙ･ｼｰﾄ取合  防かびﾀｲﾌﾟ
 シーリング  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 17.3 ｍ

 （タイル工事）
 1～5F男子ﾄｲﾚ(別館)  t6.0 W2250×D600
 汚垂ﾀｲﾙ  ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共 5.0 か所

 （金属工事）
 壁  
 軽量鉄骨壁下地  65形 下地張り有り @450 189.0 ｍ2
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁  
 軽量鉄骨壁下地  50形 下地張りなし @450 28.3 ｍ2
 天井  19形 下地張りなし @300
 軽量鉄骨天井下地  H1.5以下 ｲﾝｻｰﾄ含む 108.0 ｍ2

 軽量鉄骨天井開口部補強 1.0 式
 内外枠共目地 一般ﾀｲﾌﾟ

 天井点検口  ｱﾙﾐ製 450角 25.0 か所
 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 床下点検口  ｽﾃﾝﾚｽ製 450角 1.0 か所
 階段  H=750
 自立手摺  笠木:樹脂製 φ34 84.7 ｍ

 支柱:樹脂製 φ34 @1200程度

 玄関ﾎｰﾙ
 手鋏防止柵  W800×H1200 2.0 か所

 （左官工事）
 床  
 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ  ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下 5.0 ｍ2
 床  
 セルフレベリング  t28 106.0 ｍ2
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 （ガラス工事）
 玄関ﾎｰﾙ手鋏防止柵  t3.0
 ｱｸﾘﾙ板  ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 3.1 ｍ2

 （内外装工事）
 床  
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 多湿部床 熱溶接工法 99.0 ｍ2
 立上り  H100
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 多湿部床 熱溶接工法 158.0 ｍ
 立上り  
 頂部見切縁  ｱﾙﾐ製 158.0 ｍ
 壁  t3.0
 化粧不燃板  ｼｰﾙ･ｼﾞｮｲﾅｰ共 315.0 ｍ2
 ﾗｲﾝﾝｸﾞ壁  t3.0
 化粧不燃板  ｼｰﾙ･ｼﾞｮｲﾅｰ共 25.7 ｍ2
 壁  
 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　継目処理共 13.8 ｍ2
 壁  
 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　GL工法 継目処理共 0.01 ｍ2
 壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　下地張り 148.0 ｍ2
 ﾗｲﾝﾝｸﾞ壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　下地張り 28.3 ｍ2
 壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　GL工法 下地張り 196.0 ｍ2
 天井  
 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t9.5 106.0 ｍ2
 天井  不燃
 積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t9.5　継目処理共 2.7 ｍ2
 壁  
 継目処理  43.4 ｍ2
 壁  
 ﾎﾞｰﾄﾞ出隅材  118.0 ｍ
  
 廻り縁  塩ﾋﾞ製 175.0 ｍ
 壁  
 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填  t50 24kg/m3 16.5 ｍ2
 壁  
 遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ  35.0 ｍ
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 （仕上ﾕﾆｯﾄ工事）
  W120
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 0.8 ｍ
  W150
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 24.9 ｍ
 1～5Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 フロント照明付鏡  W450×H1000 5.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 化粧鏡  W360×H450 30.0 か所
 1～5F男子ﾄｲﾚ
 姿見鏡  W900×H1800 5.0 か所
 1～5F女子ﾄｲﾚ
 姿見鏡  W900×H1800 5.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 化粧棚  W452×D136 t42 30.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 1.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 20.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｰﾄ 1.0 か所
 1～5F男子ﾄｲﾚ
 小便器用手摺  W650×D550×H470 5.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ  樹脂製 φ34
 可動手摺  L700 1.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ  樹脂製 φ34
 L型手摺  W700×H700 1.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ  樹脂製 φ34
 L型手摺  W700×H700 20.0 か所
 1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
 物掛けﾌｯｸ 1.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 物掛けﾌｯｸ 30.0 か所
 1～5Fﾄｲﾚ
 戸当りﾌｯｸ 25.0 か所
 玄関ﾎｰﾙ
 手鋏防止柵取外し再取付  W800×H1200 2.0 か所
 別館玄関ﾎｰﾙ
 手鋏防止柵下枠取外し再取付  ｱﾙﾐ 30×30　L740 2.0 か所
 腰壁
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存石面 9.9 ｍ2

 計
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Ⅱ-10  塗装改修工事(改修)

 (外部)
 ﾄﾞﾚｲﾝ  既存鉄部 φ100
 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗替え  下地調整(RB種)共 6.0 か所

 鋼製建具  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 28.4 ｍ2
 竪樋  既存亜鉛めっき鋼面 φ100
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 7.7 ｍ
 屋上配管  既存亜鉛めっき鋼面 φ20
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 10.5 ｍ
 外壁(ひび割れ補修部)
 ﾌｯ素樹脂塗装  ﾓﾙﾀﾙ面 W200 7.8 ｍ
 外壁
 ﾌｯ素樹脂塗装  ﾓﾙﾀﾙ面 100×200 1.0 か所

 (内部)
 鋼製建具  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 96.4 ｍ2
 壁  PB面　B種一般面
 EP-G塗り  素地ごしらえ(A種)共 43.5 ｍ2
 天井  PB面　B種見上面
 EP-G塗り  素地ごしらえ(A種)共 2.7 ｍ2
 天井  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種見上面
 EP-G塗替え  下地調整(RB種)共 23.5 ｍ2

 計
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Ⅱ-11  環境配慮改修工事(撤去)

 (内部)
 床(和便器撤去部)  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 既存防水層撤去  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 屋内 3.0 ｍ2
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　一重張り 108.0 ｍ2
  
 ｱｽﾍﾞｽﾄ飛散防止剤散布  材工共 111.0 ｍ2
  
 除去石綿処理  密封処理(二重梱包) 0.6 ｍ3

 計
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Ⅱ-12  発生材積込･運搬

 機械
 発生材積込  ｺﾝｸﾘｰﾄくず 0.7 ｍ3

 機械
 発生材積込  その他がれき類 11.5 ｍ3

 人力
 発生材積込  混合廃棄物 13.5 ｍ3

 人力
 発生材積込  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.04 ｍ3

 人力
 発生材積込  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.5 ｍ3

 人力
 発生材積込  硝子･陶磁器くず 2.2 ｍ3

 人力
 発生材積込  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 0.6 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  その他がれき類 11.5 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  混合廃棄物 13.5 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.04 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.5 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  硝子･陶磁器くず 2.2 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 0.6 ｍ3

 計
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Ⅱ-13  発生材処分

 発生材処分  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.7 ｔ

 発生材処分  その他がれき類 11.5 ｍ3

 発生材処分  混合廃棄物 13.5 ｍ3

 発生材処分  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.04 ｍ3

 発生材処分  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.5 ｍ3

 発生材処分  硝子･陶磁器くず 2.2 ｔ

 発生材処分  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 0.6 ｍ3

 有価物売却費  普通鋼くず(H2) 0.03 ｔ

 有価物売却費  金属くず(H3) 0.4 ｔ

 有価物売却費  ｱﾙﾐくず(込ｶﾞﾗ) 49.4 kg

 有価物売却費  ｽﾃﾝﾚｽくず(18Cr:8) 7.1 kg

 計
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Ⅲ  改修工事Ⅲ【既存本館議場棟改修】

Ⅲ-1  直接仮設工事 1.0 式

Ⅲ-2  躯体改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅲ-3  躯体改修工事(改修) 1.0 式

Ⅲ-4  外部改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅲ-5  外部改修工事(改修) 1.0 式

Ⅲ-6  建具改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅲ-7  建具改修工事(改修) 1.0 式

Ⅲ-8  内装改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅲ-9  内装改修工事(改修) 1.0 式

Ⅲ-10  塗装改修工事(改修) 1.0 式

Ⅲ-11  環境配慮改修工事(撤去) 1.0 式

Ⅲ-12  発生材積込･運搬 1.0 式

Ⅲ-13  発生材処分 1.0 式

 計
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Ⅲ-1  直接仮設工事

 (内部改修部)

 墨出し  内部個別改修 111.0 ｍ2

 墨出し  内部複合改修 42.0 ｍ2

 養生  内部個別改修 267.0 ｍ2

 養生  内部複合改修 83.7 ｍ2

 整理清掃後片付け  内部個別改修 267.0 ｍ2

 整理清掃後片付け  内部複合改修 83.7 ｍ2
 脚立足場

 内部仕上足場  階高4.0m以下 193.0 ｍ2

 床  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.15mm
 養生  二重張り 39.4 ｍ2
 壁  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.08mm
 開口部養生 10.1 ｍ2
  
 開口部養生  合板 8.2 ｍ2
  
 床養生  合板 91.1 ｍ2

 仮設間仕切り  B種 15.8 ｍ2

 (外部改修部)

 墨出し  外壁改修 194.0 ｍ2
 屋上防水改修

 養生  露出防水･簡易防水 1,085.0 ｍ2

 養生  外壁改修 311.0 ｍ2
 屋上防水改修

 整理清掃後片付け  露出防水･簡易防水 1,085.0 ｍ2

 整理清掃後片付け  外壁改修 311.0 ｍ2
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 枠組本足場用 供用9か月
 朝顔  出幅900mm 10.8 ｍ

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組本足場  建枠900×1700　H12.0m未満 1,643.0 ｍ2

 枠組本足場用 手摺先行方式
 安全手すり  供用9か月 226.0 ｍ

 手摺先行方式　供用9か月
 枠組棚足場  階高4.0m超5.0m未満 386.0 ｍ2

 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
 災害防止  供用9か月 1,894.0 ｍ2

 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
 災害防止  供用9か月 70.4 ｍ2

 金網式養生枠
 災害防止  供用9か月 163.0 ｍ2

 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2000
 仮設間仕切り  供用9か月 27.1 ｍ
 床･天井(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有撤去部)  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.15mm
 養生  二重張り 140.0 ｍ2
 壁(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有撤去部)  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.08mm
 開口部養生 602.0 ｍ2

 仮設材運搬 1.0 式

 計
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Ⅲ-2  躯体改修工事(撤去)

 (内部改修)
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 鉄筋切断共

 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  集積共 0.2 ｍ3
 t20～30mm

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 6.0 ｍ

 計
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Ⅲ-3  躯体改修工事(改修)

 (外部改修)
 SSDB-1上部  SSC400
 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  C-100×50×20×2.3 24.7 kg
 螺旋階段  SS400
 鋼板  PL-2.3 0.8 kg

 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2 ▲0.8 kg

 接着系ｱﾝｶｰ  D10 上向き 6.0 本

 鉄骨工場加工組立  副資材･溶接材料費共 24.3 kg
 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め

 鉄骨工場錆止め塗り  工程B種 素地C種 24.3 kg

 鉄骨運搬  6t車 24.3 kg

 鉄骨現場建方  低層（建方機械別途） 24.3 kg

 計
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Ⅲ-4  外部改修工事(撤去)

 屋上緑化花壇  
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去  0.6 ｍ3
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面 16.0 ｍ
 庇
 ｼｰﾄ防水撤去 85.3 ｍ2
 屋上床(脆弱部)
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水撤去 13.9 ｍ2
 傾斜壁
 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 98.4 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)面 199.0 ｍ
 鉄骨階段1F床･見付
 ﾓﾙﾀﾙ撤去 12.2 ｍ2
 屋上緑化花壇  
 ﾓﾙﾀﾙ撤去 13.9 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾓﾙﾀﾙ面 12.0 ｍ
 ｱﾙﾐ笠木
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 209.0 ｍ
 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ周囲
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 15.9 ｍ
 ﾊﾄ小屋
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 11.9 ｍ
 屋上緑化
 擬石撤去  800×400×H500 5.0 か所
 屋上緑化
 低木撤去  H600 W400 36.0 本
 屋上緑化
 客土･ﾏﾙﾁﾝｸﾞ砂撤去 11.5 ｍ3

 計
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Ⅲ-5  外部改修工事(改修)

 （防水工事）
 屋上床
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 1,015.0 ｍ2
 屋上床(脆弱部)
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 13.9 ｍ2
 庇床
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 70.1 ｍ2
 屋上立上り
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 108.0 ｍ2
 庇立上り
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 23.9 ｍ2
 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ顎
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 20.9 ｍ2
 排気風洞天端
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 6.9 ｍ2
 鉄骨階段2F踊場床  X-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  ﾓﾙﾀﾙ面 6.3 ｍ2
 鉄骨階段1F床  X-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  ﾓﾙﾀﾙ面 6.8 ｍ2
 鉄骨階段1F見付
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2 OTｺｰﾄｼﾘｺﾝ上塗共 5.4 ｍ2
 屋上ｱｺﾞ下
 防水ﾃｰﾌﾟ 309.0 ｍ
 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ周囲
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×10 15.9 ｍ
 ｱﾙﾐ笠木
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　30×10 209.0 ｍ
 ﾊﾄ小屋
 建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　30×10 11.9 ｍ
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 （金属工事）

 屋上
 ｱﾙﾐ笠木取外･再取付  W200 28.3 ｍ
 屋上
 ｱﾙﾐ笠木取外･再取付  W250 64.5 ｍ
 屋上
 ｱﾙﾐ笠木取外･再取付  W300 8.8 ｍ
 屋上
 ｱﾙﾐ笠木取外･再取付  W350 2.7 ｍ

 （左官工事）
 屋上床(脆弱部)
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて 塗膜防水下地 13.9 ｍ2
 鉄骨階段2F踊場床
 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて 塗膜防水下地 6.3 ｍ2
 鉄骨階段1F床  ｴｵﾎﾟｷｼ樹脂
 薄塗ﾓﾙﾀﾙ塗り  塗膜防水下地 6.8 ｍ2
 鉄骨階段1F見付  ｴｵﾎﾟｷｼ樹脂
 薄塗ﾓﾙﾀﾙ塗り  塗膜防水下地 5.4 ｍ2

 高圧洗浄  10～15MPa 2,590.0 ｍ2

 水洗い  既存ｶﾞﾝﾘｼﾝ面 101.0 ｍ2

 水洗い  既存ﾊﾟｰﾗｲﾄ面 439.0 ｍ2
 外壁他  Uｶｯﾄ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
 ひび割れ補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗込め 21.1 ｍ
 外壁  200×100
 爆裂補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 1.0 か所
 外壁  注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ
 ﾀｲﾙ浮補修  部分樹脂注入工法 9か所/m2 27.9 ｍ2
 外壁  注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ
 ﾀｲﾙ浮補修  部分樹脂注入工法 14か所/m2 221.0 ｍ2
 外壁他  上塗:ﾌｯ素 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 可とう形外装薄塗材E  下地調整(C-2)共 1,330.0 ｍ2
 軒裏  既存ﾊﾟｰﾗｲﾄ面
 外装薄塗材E  下地調整(C-2)共 356.0 ｍ2
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 梁型  既存ﾊﾟｰﾗｲﾄ面
 外装薄塗材E  下地調整(C-2)共 540.0 ｍ2

 （その他工事）

 ｱﾙﾐ笠木ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 50.6 ｍ2

 計
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Ⅲ-6  建具改修工事(撤去)

 （外部）

 ｶﾞﾗｽ撤去  集積共 3.3 ｍ2

 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 580.0 ｍ

 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 28.6 ｍ

 （内部）
 FIX+両開戸 枠共

 ｱﾙﾐ製建具撤去  集積共 1.0 ｍ2
 片引戸 枠共

 鋼製建具撤去  集積共 1.0 ｍ2
 片開戸 枠共

 木製建具撤去  集積共 3.1 ｍ2
 片開戸 扉のみ

 木製建具撤去  集積共 1.6 ｍ2
 親子開戸 扉のみ

 木製建具撤去  集積共 32.4 ｍ2

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  集積共 10.9 ｍ2

 ｶﾞﾗｽ撤去  集積共 3.2 ｍ2

 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 26.7 ｍ

 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 35.2 ｍ

 計
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Ⅲ-7  建具改修工事(改修)

 （ｱﾙﾐ製建具工事）
 AD-2  W153×H242 t18
 取手押板改修  ﾍﾞﾆﾔ t15+鋼鈑 t3 1.0 か所

 （鋼製建具工事）
 ST-G-1
 開口三方枠  W 900×H1875 1.0 か所

 （軽量鋼製建具工事）
 LSD-G-1
 折戸  W 775×H1900 2.0 か所
 LSD-G-2
 片開戸  W 615×H1900 1.0 か所
 LSD-G-4
 両開戸  W1600×H1900 1.0 か所
 HSD-H-3
 片引ﾊﾝｶﾞｰ戸  W 930×H1850 1.0 か所

 （ｽﾃﾝﾚｽ製建具工事）
 TPD-1  透過式センサー類含む
 ｴﾝｼﾞﾝ装置取替え  既存撤去含む 1.0 か所
 TPD-2  透過式センサー類含む
 ｴﾝｼﾞﾝ装置取替え  既存撤去含む 1.0 か所

 （ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事）
 TB-G-1  W3420×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W600×H1900 2か所 1.0 か所
 TB-G-2  W3450.5×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  扉:W600×H1900 2か所 1.0 か所

 （木製建具工事）
 WD-1  W1110×H1950
 額入ｶﾞﾗﾘ付親子開戸  練付合板 3.0 か所

 丁番､DC､ﾓﾉﾛｯｸ､戸当り
 ﾌﾗﾝｽ落し､標準金物一式

 WD-13  W800×H1950
 片開戸  練付合板 1.0 か所

 丁番､ﾓﾉﾛｯｸ､戸当り
 標準金物一式
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 WD-2  W1110×H1950
 額入ｶﾞﾗﾘ付親子開戸  練付合板 12.0 か所

 丁番､DC､ﾓﾉﾛｯｸ､戸当り
 ﾌﾗﾝｽ落し､標準金物一式

 （防水工事）
 外部
 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　10×10 274.0 ｍ
 外部
 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　20×15 79.1 ｍ
 内部
 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　10×10 26.7 ｍ

 （金属工事）
 議場ﾄｲﾚ
 床見切縁  W19 0.9 ｍ

 （左官工事）
 内部
 建具廻り充填ﾓﾙﾀﾙ 13.0 ｍ

 （ガラス工事）
 t5.0 2.18㎡以下

 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ   清掃共 1.7 ｍ2
 t4.0 2.18㎡以下

 型板ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 0.4 ｍ2
 t6.8 2.18㎡以下

 網入磨き板ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 2.3 ｍ2
 t6.8 2.18㎡以下

 網入型板ｶﾞﾗｽ   ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 1.0 ｍ2

 （その他工事）
 外部
 既存金属製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 293.0 ｍ2
 内部
 既存金属製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 14.1 ｍ2
 内部
 既存木製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 9.6 ｍ2

 既存ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 26.5 ｍ2

 計
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Ⅲ-8  内装改修工事(撤去)

  
 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去  2.7 ｍ3
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面 32.1 ｍ
  
 床組撤去 0.2 ｍ2
  
 踏面蹴込下地組撤去 2.2 ｍ2
  
 床下地撤去 0.2 ｍ2
  
 踏面蹴込下地板撤去 2.2 ｍ2
  
 壁下地撤去 12.2 ｍ2
  
 天井下地組撤去 192.0 ｍ2
  一般
 床仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 6.1 ｍ2
  一般
 床仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 18.3 ｍ2
 
 床仕上撤去  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 197.0 ｍ2
  
 床仕上撤去  ﾓﾙﾀﾙ 0.3 ｍ2
  
 壁仕上撤去  ﾓﾙﾀﾙ 4.0 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾓﾙﾀﾙ面 14.5 ｍ
  
 壁仕上撤去  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共) 65.1 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)面 62.9 ｍ
  
 壁仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 7.2 ｍ2
  
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 81.3 ｍ2
  
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 63.1 ｍ2
  
 天井仕上撤去  ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 8.6 ｍ2
  
 木製幅木撤去 6.2 ｍ
  
 木製笠木撤去 1.7 ｍ
  
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去  ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t30 2.2 ｍ
  
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 2.6 ｍ
 2F湯沸室
 水切撤去  SUS W65×H35 2.3 ｍ
 2F湯沸室
 流し台撤去  W2270×D500×H800 1.0 か所
 2F湯沸室  W1500×D400×H550+
 吊戸棚･食器棚撤去  W765×D400×H650 1.0 か所
 2F湯沸室
 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去  W770×D550×H550 1.0 か所
 市民相談室
 棚撤去  木製 W3100×D1165×H85 1.0 か所
 1Fﾄｲﾚ
 洗面器用手摺撤去  SUS φ34 L800×H750 2.0 か所
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 1Fﾄｲﾚ
 可動式手摺撤去  SUS φ34 L700 1.0 か所
 1Fﾄｲﾚ
 L型手摺撤去  SUS φ34 W650×H750 1.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 L型手摺撤去  SUS φ34 W700×H700 4.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 小便器手摺撤去  SUS φ34 W650×D550 1.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 鏡撤去  W450×H600 2.0 か所
 1Fﾄｲﾚ  L1600+1200 L型
 吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去  (ｺｰﾅｰR:1か所) 1.0 か所
 議場
 座席(2席)撤去  W900×D400×H900 1.0 か所
 議場階段
 壁付手摺撤去  木製 φ38 3.9 ｍ
 風除室 手鋏防止柵
 ｱｸﾘﾙ板撤去  t3.0 3.0 ｍ2
 1Fﾄｲﾚ
 大便器撤去  洋式 1.0 か所
 1Fﾄｲﾚ
 手洗器撤去 1.0 か所

 計
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Ⅲ-9  内装改修工事(改修)

 （既製コンクリート工事）
 壁  
 コンクリートブロック  C種 t150 塗下 12.0 ｍ2

 （防水工事）
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合  防かびﾀｲﾌﾟ
 シーリング  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　5×5 14.1 ｍ
 汚垂ﾀｲﾙ･ｼｰﾄ取合  防かびﾀｲﾌﾟ
 シーリング  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 2.1 ｍ

 防かびﾀｲﾌﾟ
 水廻り取合ｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 1.4 ｍ

 防かびﾀｲﾌﾟ
 水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 2.3 ｍ
 議場座席
 撤去跡ｼｰﾘﾝｸﾞ埋め  ｼﾘｺﾝ系(SR-1)　10×10 0.2 ｍ

 （木工事）
 踏面蹴込  
 木製下地組  35×50 2.3 ｍ2
 壁  
 間仕切軸組  90×45 5.2 ｍ2
 壁  
 横胴縁組  30×45 7.4 ｍ2
 踏面蹴込  
 捨貼合板  t12 2.3 ｍ2
 壁  
 練付合板  t5.5 7.4 ｍ2
 天井  
 練付合板  t5.5 1.7 ｍ2
 議場階段  
 巾木  t15　H110 4.3 ｍ
 議場階段  
 ささら巾木  t15　H250 2.3 ｍ
 議場階段  
 笠木  ﾀﾓ集成材　160×65 1.8 ｍ
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 （金属工事）
 壁  
 軽量鉄骨壁下地  65形 下地張り有り @300 13.3 ｍ2
 壁  
 軽量鉄骨壁下地  65形 下地張り有り @450 15.7 ｍ2
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁  
 軽量鉄骨壁下地  50形 下地張りなし @450 7.2 ｍ2

 軽量鉄骨壁開口部補強 1.0 式
 天井  19形 下地張りなし @300
 軽量鉄骨天井下地  H1.5以下 ｲﾝｻｰﾄ含む 110.0 ｍ2
 天井  19形 下地張りあり @360
 軽量鉄骨天井下地  H1.5以下 ｲﾝｻｰﾄ含む 73.1 ｍ2
 天井  19形 金属成形板用 @360
 軽量鉄骨天井下地  H1.5以下 ｲﾝｻｰﾄ含む 8.6 ｍ2

 軽量鉄骨天井開口部補強 1.0 式
 内外枠共目地 一般ﾀｲﾌﾟ

 天井点検口  ｱﾙﾐ製 450角 44.0 か所
 天井
 アルミスパンドレル  W100(ｶﾗｰ) 8.6 ｍ2

 同上廻り縁 12.2 ｍ
 議場階段
 ノンスリップ  真鍮 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り 5.6 ｍ
 2F湯沸室
 水切  SUS W65×H35 2.3 ｍ
 議場階段
 壁付手摺  樹脂製 φ34 7.5 ｍ

 （左官工事）
 床  
 セルフレベリング  t18 12.2 ｍ2
 床  金ごて t28
 モルタル塗り  ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 0.5 ｍ2
 床  
 下地処理  既存ﾓﾙﾀﾙ面 ｹﾚﾝ処理 226.0 ｍ2
 壁  
 下地処理  既存ﾓﾙﾀﾙ面 ｹﾚﾝ処理 1.7 ｍ2
 壁  
 下地処理  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｹﾚﾝ処理 0.2 ｍ2
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 （ガラス工事）
 風除室手鋏防止柵  t3.0
 ｱｸﾘﾙ板  ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 3.6 ｍ2

 （内外装工事）
 2F男子ﾄｲﾚ(議場)  
 汚垂ｼｰﾄ  t2.5 W1600×D500 1.0 か所
 床  
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 一般床 熱溶接工法 20.9 ｍ2
 床  
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 多湿部床 熱溶接工法 17.0 ｍ2
 立上り  H100
 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  t2.0 多湿部床 熱溶接工法 34.4 ｍ
 立上り  
 頂部見切縁  ｱﾙﾐ製 34.4 ｍ
 床  
 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ  t2.0 一般床 2.2 ｍ2
 踏面蹴込  
 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ  t2.0 2.3 ｍ2
 床  
 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ  t8.0 ﾓﾙﾀﾙ面直張工法 197.0 ｍ2
  
 ビニル巾木  H60 3.8 ｍ
  
 ビニル巾木  H100 24.0 ｍ
 壁  防火1級 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ  下地調整共 21.7 ｍ2
 壁  防火1級 既存PB面
 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ  下地調整共 6.9 ｍ2
 壁  防火1級 PB面
 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ  素地ごしらえ共 11.4 ｍ2
 天井  防火1級 PB面
 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ  素地ごしらえ共 5.5 ｍ2
 壁  t3.0
 化粧不燃板  ｼｰﾙ･ｼﾞｮｲﾅｰ共 67.6 ｍ2
 ﾗｲﾝﾝｸﾞ壁  t3.0
 化粧不燃板  ｼｰﾙ･ｼﾞｮｲﾅｰ共 6.6 ｍ2
 壁  
 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　継目処理共 20.7 ｍ2
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 壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　下地張り 30.9 ｍ2
 ﾗｲﾝﾝｸﾞ壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　下地張り 7.2 ｍ2
 壁  
 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t12.5　GL工法 下地張り 59.0 ｍ2
 天井  
 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t9.5 103.0 ｍ2
 天井  不燃
 積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  t9.5　継目処理共 5.5 ｍ2
 天井  t12 ﾌﾗｯﾄ
 岩綿吸音版  捨貼:GB-NC t9.5共 73.1 ｍ2
 壁  
 継目処理  15.8 ｍ2
 壁  
 ﾎﾞｰﾄﾞ出隅材  14.8 ｍ
  
 廻り縁  塩ﾋﾞ製 138.0 ｍ
 壁  
 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填  t50 24kg/m3 14.8 ｍ2
 天井  
 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填  t50 24kg/m3 5.5 ｍ2
 壁  
 遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ  45.7 ｍ

 （仕上ﾕﾆｯﾄ工事）
  W120
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 2.1 ｍ
  W150
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 3.2 ｍ
  W150
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t19 2.4 ｍ
 2F湯沸室
 流し台+調理台  L2250 1.0 か所
 2F湯沸室
 食器棚  W750×D350×H750+500 1.0 か所
 2F湯沸室
 吊戸棚  W1520×D350×H500 1.0 か所
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 1Fﾄｲﾚ
 化粧鏡  W360×H450 1.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 化粧鏡  W400×H650 2.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 姿見鏡  W900×H1800 2.0 か所
 1･2Fﾄｲﾚ
 化粧棚  W452×D136 t42 3.0 か所
 1Fﾄｲﾚ
 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ  TOTO:YKA165 2.0 か所
 2F男子ﾄｲﾚ
 小便器用手摺  W650×D550×H470 1.0 か所
 1Fﾄｲﾚ  樹脂製 φ34
 L型手摺  W700×H700 2.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 L型手摺  W700×H700 4.0 か所
 1Fﾄｲﾚ
 物掛けﾌｯｸ 1.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 物掛けﾌｯｸ 2.0 か所
 2Fﾄｲﾚ
 戸当りﾌｯｸ 4.0 か所

 倉庫  木製 素地
 枕棚  W3100×D500×H2000 1.0 か所

 天板:合板 t=12
 受桟:50×35 @450
 框:90×30､柱:90角 H2000

 議場2F湯沸室 三方枠
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ面 1.7 ｍ2
 議場2Fﾄｲﾚ出入口 下枠
 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ面 0.2 ｍ2
 議場階段
 段差解消装置 1.0 式

 段差解消装置取付費 1.0 式

 段差解消装置搬入費 1.0 式

 段差解消装置諸経費 1.0 式

 段差解消装置法定福利費 1.0 式
 手鋏防止柵
 あと施工ｱﾝｶｰ跡補修  φ15程度 8.0 か所
 議場
 記者席(6席) 取外し･再取付  W2600×D400×H900 1.0 か所
 風除室
 手鋏防止柵 取外し･再取付  W850×H1195 2.0 か所
 風除室
 手鋏防止柵 取外し･再取付  W850×H1205 2.0 か所
 風除室
 手鋏防止柵下枠取外し再取付  ｱﾙﾐ 30×30　L790 4.0 か所
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 本会議場
 映像音響設備 1.0 式

 映像音響設備取付費 1.0 式

 映像音響設備搬入費 1.0 式

 映像音響設備諸経費 1.0 式

 映像音響設備運搬取付費 1.0 式

 映像音響設備確認申請費 1.0 式

 映像音響設備法定福利費 1.0 式

 計
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Ⅲ-10  塗装改修工事(改修)

 (外部)
 ﾄﾞﾚｲﾝ  既存鉄部 φ100
 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗替え  下地調整(RB種)共 19.0 か所
 鉄骨梁(1Fﾋﾟﾛﾃｨ)  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 290.0 ｍ2
 鉄骨階段  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  錆止め､下地調整(RB種)共 18.4 ｍ2
 鉄骨階段手摺  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  錆止め､下地調整(RB種)共 18.4 ｍ2
 丸環  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 2.1 ｍ2
 脱気筒  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 0.2 ｍ2
 ﾀﾗｯﾌﾟ  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 2.0 ｍ2
 ﾊﾄ小屋吹出口ﾊﾟﾈﾙ  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 4.0 ｍ2
 竪樋  既存亜鉛めっき鋼面 φ100
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 8.6 ｍ
 鋼製建具  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整(RB種)共 1.1 ｍ2

 (内部)
 鋼製建具  亜鉛めっき鋼面
 DP塗り  錆止め塗料共 16.4 ｍ2
 鋼製建具枠  亜鉛めっき鋼面 細幅
 SOP塗り  錆止め塗料共 32.9 ｍ
 巾木  木部 細幅
 SOP塗り  素地ごしらえ共 4.3 ｍ
 ささら巾木  木部 細幅
 SOP塗り  素地ごしらえ共 2.3 ｍ
 木製建具枠  既存木部 細幅
 SOP塗替え  下地調整(RB種)共 8.9 ｍ
 額縁  既存木部 細幅
 SOP塗替え  下地調整(RB種)共 5.4 ｍ
 木製建具枠  既存木部 細幅
 OP塗替え  下地調整(RB種)共 22.4 ｍ
 壁  木部
 OSCL塗り  素地ごしらえ(B種)共 7.4 ｍ2
 天井  木部
 OSCL塗り  素地ごしらえ(B種)共 1.7 ｍ2
 木製建具  既存木部
 OSCL塗替え  下地調整(RB種)共 21.6 ｍ2
 木製建具枠  既存木部 細幅
 OSCL塗替え  下地調整(RB種)共 79.9 ｍ
 木製建具  木部
 CL塗り  素地ごしらえ(B種)共 71.3 ｍ2
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 笠木  木部
 CL塗り  素地ごしらえ(B種)共 0.8 ｍ2
 壁  PB面　B種一般面
 EP-G塗り  素地ごしらえ(A種)共 24.4 ｍ2
 壁  既存ﾓﾙﾀﾙ面　B種一般面
 EP-G塗替え  下地調整(RB種)共 29.5 ｍ2

 計
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Ⅲ-11  環境配慮改修工事(撤去)

 (外部)
 外壁(足場繋ぎ部)  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 仕上塗材除去撤去  集じん装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 7.3 ｍ2
 外壁  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 窯変ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 95.2 ｍ2
 同上  
 ｶｯﾀｰ入れ  ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)面 66.0 ｍ
  
 ｱｽﾍﾞｽﾄ飛散防止剤散布  材工共 102.0 ｍ2
  
 除去石綿処理  密封処理(二重梱包) 2.5 ｍ3

 (内部)
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 床仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 5.4 ｍ2
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 踏面蹴込仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 2.2 ｍ2
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 幅木仕上撤去  ﾋﾞﾆﾙ幅木 22.8 ｍ
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　一重張り 21.3 ｍ2
  (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
 天井仕上撤去  合板.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　二重張り 18.1 ｍ2
 2F湯沸室(流し下)
 防滴材撤去  t5.0 W600×D450 1.0 か所
  
 ｱｽﾍﾞｽﾄ飛散防止剤散布  材工共 49.4 ｍ2
  
 除去石綿処理  密封処理(二重梱包) 0.5 ｍ3

 計
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Ⅲ-12  発生材積込･運搬

 機械
 発生材積込  ｺﾝｸﾘｰﾄくず 0.2 ｍ3

 機械
 発生材積込  その他がれき類 6.4 ｍ3

 人力
 発生材積込  混合廃棄物 4.0 ｍ3

 人力
 発生材積込  木くず 4.9 ｍ3

 人力
 発生材積込  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 1.4 ｍ3

 人力
 発生材積込  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.6 ｍ3

 人力
 発生材積込  硝子･陶磁器くず 1.0 ｍ3

 人力
 発生材積込  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 3.0 ｍ3

 2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 24km以下
 発生材運搬  建設発生土 11.5 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  その他がれき類 6.4 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  混合廃棄物 4.0 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  木くず 4.9 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 1.4 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.6 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  硝子･陶磁器くず 1.0 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 3.0 ｍ3

 計
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Ⅲ-13  発生材処分

 発生材処分  建設発生土 11.5 ｍ3

 発生材処分  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.6 ｔ

 発生材処分  その他がれき類 6.4 ｍ3

 発生材処分  混合廃棄物 4.0 ｍ3

 発生材処分  木くず 4.9 ｍ3

 発生材処分  廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 1.4 ｍ3

 発生材処分  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.6 ｍ3

 発生材処分  硝子･陶磁器くず 1.0 ｔ

 発生材処分  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 3.0 ｍ3

 有価物売却費  普通鋼くず(H2) 0.02 ｔ

 有価物売却費  金属くず(H3) 0.05 ｔ

 有価物売却費  鋳鉄くず(故銑A) 4.0 kg

 有価物売却費  ｱﾙﾐくず(込ｶﾞﾗ) 67.2 kg

 有価物売却費  ｽﾃﾝﾚｽくず(18Cr:8) 37.5 kg

 計
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Ⅳ  外構工事

Ⅳ-1  解体工事 1.0 式

Ⅳ-2  舗装 1.0 式

Ⅳ-3  囲障 1.0 式

Ⅳ-4  植栽 1.0 式

Ⅳ-5  その他 1.0 式

Ⅳ-6  発生材積込･運搬 1.0 式

Ⅳ-7  発生材処分 1.0 式

 計
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Ⅳ-1  解体工事

 (外構)
 南東室外機置場
 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  t300 113.0 ｍ2

 t20～30mm
 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 5.1 ｍ
 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場周囲  
 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  t150 150.0 ｍ2
 南東･南西室外機置場  
 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  t200 29.5 ｍ2

 t20～30mm
 ｶｯﾀｰ入れ  ｱｽﾌｧﾙﾄ面 162.0 ｍ
 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場脇  RC製
 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去  H1180 L1100 1.0 か所
 ﾋﾟﾛﾃｨ(A工区)
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去  H1000 12.7 ｍ
 ﾋﾟﾛﾃｨ(B工区)
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去  H1000 8.0 ｍ
 南西室外機置場
 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去  H1800 18.5 ｍ
 南西室外機置場
 片開門扉撤去  W900×H1800 1.0 か所
 南西室外機置場  200×200×H450 11か所
 ﾌｪﾝｽ基礎撤去  300×300×H450 2か所 1.0 式
 南東室外機置場  
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去  H2000 35.8 ｍ
 南東室外機置場  
 両開門扉撤去  W2000×H2000 1.0 か所
 館名板周囲
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 4.6 ｍ
 南西室外機置場
 設備基礎撤去 1.0 式
 南東室外機置場
 設備基礎撤去 1.0 式
 南東室外機置場
 ﾄﾗﾌ立上り基礎撤去  ﾄﾗﾌ蓋含む 1.0 式

 
 低木撤去  樹高H500 72.0 本

 樹高H1000 幹周φ300 葉張り2500
 低木撤去  機械併用 集積共 1.0 本
 ﾊﾞｲｸ置場  ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ
 柱型ｻｲﾝ撤去  t5 W730×H100 1.0 か所

No. 83  



市庁舎長寿命化改修工事

備 考名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

 ﾊﾞｲｸ置場  ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ
 柱型ｻｲﾝ撤去  t5 W730×H530 1.0 か所

 計
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Ⅳ-2  舗装

 (外構)

 舗装直接仮設  墨出し､養生､清掃等 314.0 ｍ2

 鋤取り  積み込み共 2.2 ｍ3

 盛土(撤去部埋戻含)  購入土 12.1 ｍ3

 掘削 41.5 ㎥
 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場周囲  t150
 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t50 121.0 ｍ2

 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
 再生砕石 t100

 南東･南西室外機置場  t200
 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t50 164.0 ｍ2

 再生砕石 t150

 南東室外機置場  150/170×200×600
 縁石  ﾓﾙﾀﾙ t10 6.8 ｍ

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t100
 再生砕石 t100

 本館通用口
 点字ﾌﾞﾛｯｸ  300角 4.0 か所

 既存ﾗｲﾝ･ﾏｰｸ切削撤去及び
 路面標示･車止めﾌﾞﾛｯｸ  車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去含む 1.0 式

 計
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Ⅳ-3  囲障

 (外構)
 既存擁壁他  立上り面
 高圧洗浄  10～15Mpa 419.0 ｍ2
 既存擁壁他  上塗:ﾌｯ素 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
 可とう形改修塗材E  下地調整(C-2)共 189.0 ｍ2

 H1180 L1100
 ﾘﾌﾞ付擁壁  打放し補修 1.0 か所
 議場棟東面  W150×H200 L8000
 壁面緑化基礎  土工事共 3.0 か所
 本館玄関ﾎﾟｰﾁ
 ｽﾛｰﾌﾟ手摺ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  SUS 4.1 ｍ2
 ﾋﾟﾛﾃｨ～本館玄関ﾎﾟｰﾁ
 ｽﾛｰﾌﾟ手摺ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  SUS 5.1 ｍ2
 南東室外機置場  H1500
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ  基礎･土工共 7.9 ｍ
 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場周囲  H1800
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ  基礎･土工共 31.2 ｍ
 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場周囲  W2000×H1800
 両開門扉  基礎･土工共 1.0 か所
 ﾋﾟﾛﾃｨ(A工区)
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ  H1000 12.7 ｍ
 ﾋﾟﾛﾃｨ(B工区)
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ  H1000 8.0 ｍ

 計
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Ⅳ-4  植栽

 (外構)

 ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ  H500 W400 72.0 本
 H300 W300

 低木移設  (敷地内移設) 10.0 本
 議場棟東面  ﾜｲﾔｰ:SUS @150
 壁面緑化  上下ｱﾝｸﾞﾙ:SUS L-65×65×6 1.0 式

 ﾂﾙ系植物:@150ﾎﾟｯﾄ

 壁面緑化取付費 1.0 式

 壁面緑化諸経費 1.0 式

 壁面緑化運搬費 1.0 式

 壁面緑化法定福利費 1.0 式

 計
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Ⅳ-5  その他

 (外構)
 W11700×D2500×H150

 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎  土工共 1.0 か所
 
 ﾊﾞｽ待合室屋根ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  ｱｸﾘﾙ板 16.0 ｍ2

 御影石 t30 1800×500
 朝霞市役所館名板ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  彫込み文字 1.0 か所
 同上
 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)　10×10 4.6 ｍ

 Timesｻｲﾝ取外し･再取付  ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ t5 1850×1000 1.0 か所

 計
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Ⅳ-6  発生材積込･運搬

 機械
 発生材積込  ｺﾝｸﾘｰﾄくず 37.6 ｍ3

 機械
 発生材積込  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 9.0 ｍ3

 人力
 発生材積込  砕石 32.6 ｍ3

 人力
 発生材積込  生木 0.1 ｍ3

 2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 24km以下
 発生材運搬  建設発生土 20.7 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 37.6 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 9.0 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  砕石 32.6 ｍ3

 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km
 発生材運搬  生木 0.1 ｍ3

 計
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Ⅳ-7  発生材処分

 発生材処分  建設発生土 20.7 ｍ3

 発生材処分  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 88.3 ｔ

 発生材処分  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 21.1 ｔ

 発生材処分  混合廃棄物 32.6 ｍ3

 発生材処分  木くず 0.1 ｍ3

 有価物売却費  普通鋼くず(H2) 1.9 ｔ

 有価物売却費  金属くず(H3) 0.9 ｔ

 計
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D  昇降機工事

 （既存本館改修）
 №1号機
 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ制御ﾘﾆｭｰｱﾙ工事  廃材撤去含む 1.0 式
 №2号機
 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ制御ﾘﾆｭｰｱﾙ工事  廃材撤去含む 1.0 式

 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ制御ﾘﾆｭｰｱﾙ工事取付費 1.0 式

 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ制御ﾘﾆｭｰｱﾙ工事諸経費 1.0 式

 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ制御ﾘﾆｭｰｱﾙ工事運搬費 1.0 式

 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ内防犯ｶﾒﾗ設置 2.0 台

 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ内防犯ｶﾒﾗ設置工事費 1.0 式

 計
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EⅠ  共通仮設費 (積上)

 A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
 仮囲い  供用10か月 5.4 ｍ

 B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
 仮囲い  供用10か月 54.8 ｍ

 仮設材運搬  仮囲い B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 54.8 ｍ

 交通誘導員  2名×10か月 560 人

 ※土日祝日+年末年始は除く
 ﾊﾟｯｼﾌﾞ測定方法 6物質

 化学物質室内環境測定  (ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ 38.0 か所
  ｽﾁﾚﾝ･ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･
  ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ)

 アスベスト濃度測定 1.0 式

 計

No. 92  



電気設備工事　種目別内訳 1

電気設備工事

電気設備工事 1   
式

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　科目別内訳 2

A-1.受変電設備
1   

式
A-2.幹線・動力設備    

1   
式

A-3.電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備    
1   

式
A-4.OAｺﾝｾﾝﾄ設備

1   
式

A-5.弱電設備    
1   

式
A-6.自火報・防排煙設備

1   
式

A-7.サーバー室内自動運転監視装装置
1   

式
A-8.発生材処理

1   
式

式
計

A.庁舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
38mm2 FEP内(PF･CD) 39 ｍ

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
38mm2 管内 125 ｍ

600V耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 管内 20 ｍ
5.5
600V耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 管内 24 ｍ
60
ねじなし電線管(E)
75㎜ 隠ぺい配管 23 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)

80 29 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)

30 24 ｍ

厚鋼電線管(G)
82 露出 51 ｍ

二種金属製可とう
電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) 露出 10 ｍ
76
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)

1.0㎡以上2.0㎡未満/個 500×500×300 5 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)

1.0㎡以上2.0㎡未満/個 600×600×300 2 個

変圧器(屋内)
油入 ｽｺｯﾄ 15ｋVA 1 個
200V-200/100V
変圧器(屋内)(50Hz用)

油入 三相 100ｋVA 1 個
6kV-210V
変圧器(屋内)(50Hz用)

油入 三相 200ｋVA 2 個
6kV-210V
変圧器(屋内)(50Hz用)
油入 三相 300ｋVA 1 個
6kV-210V

A-1.受変電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

変圧器(屋内)(50Hz用)
油入 単相 75ｋVA 2 個
6kV-210/105V
変圧器(屋内)(50Hz用)
油入 単相 100ｋVA 1 個
6kV-210/105V
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)

油入式 100kvar 1 個

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用
直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用) 100kvar用　L＝6％ 1 個
油入式

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 1000×1000×1200　ｔ20 4 個

接地極(銅板式) 900×900×1.5t 3 箇所

接地極(銅覆鋼棒打込式) 14φ×1.5m 2 箇所

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
搬入費 1 式

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 屋外用 1 式

接地埋設標 金属製 3 箇所

小計

A-1.受変電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm2 FEP内(PF･CD) 11 ｍ

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm2 管内 230 ｍ

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm2 ﾋﾟｯﾄ 10 ｍ

ねじなし電線管撤去
E75 再使用しない 64 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去

80 再使用しない 11 ｍ

厚鋼電線管撤去
G82 再使用しない 156 ｍ

プルボックス撤去 P.B600×600×300 6 個

プルボックス撤去 PB500×500×300（SUS） 5 個

プルボックス撤去 PB500×500×500（SUS） 1 個

変圧器(屋内)
油入 ｽｺｯﾄ　撤去 15ｋVA 1 個
200V-200/100V
変圧器(屋内)撤去
油入 三相 100ｋVA 1 個
6kV-200V
変圧器(屋内)撤去
油入 三相 200ｋVA 3 個
6kV-200V
変圧器(屋内)撤去

油入 単相 50KVA 1 個
6kV-200/100V
変圧器(屋内)撤去

油入 単相 75KVA 2 個
6kV-200/100V
変圧器(屋内)撤去

油入 単相 100KVA 1 個
6kV-200/100V

A-1.受変電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去
75KVA 再使しない 2 個

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去
100KVA 再使しない 2 個

変圧器(屋内)撤去
油入 三相 300ｋVA 1 個
6kV-400V
低圧配電盤撤去

800以下 8 面

高圧受電盤撤去
7.2kV 4.0kA 2 面

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去
30KVA 再使しない 1 個

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去
直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用) 30kvar用　L＝6％ 1 個
油入式
既存変圧機器類
搬出 1 式

小計

計

A-1.受変電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ
0.65㎜-50P ころがし 11 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
3.5mm2-2C ころがし 11 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
5.5mm2-2C ころがし 11 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
2mm2-2C ころがし 29 ｍ

DCA1-5C10
ころがし 11 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
3.5mm2-3C 管内 8 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
3.5mm2-4C 管内 4 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
3.5mm2-4C ラック内 17 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
5.5mm2-10C FEP内 196 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
5.5mm2-10C 管内 21 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
5.5mm2-10C ころがし 12 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
5.5mm2-10C ラック内 168 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
5.5mm2-3C 管内 14 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
8mm2-2C FEP内 114 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
8mm2-3C FEP内 136 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
8mm2-3C ころがし 8 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
8mm2-3C 管内 28 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
8mm2-4C 管内 46 ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
8mm2-4C ラック内 9 ｍ

EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ
38mm FEP内 29 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
2mm2-10C 管内 39 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
2mm2-10C ラック内 30 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
2mm2-4C FEP内 130 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
2mm2-4C 管内 102 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
2mm2-4C ころがし 20 ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ
2mm2-4C ラック内 130 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
100mm2 FEP内 208 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
100mm2 管内 90 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
100mm2 ころがし 60 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
100mm2 ラック内 100 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
14mm2 FEP内 73 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
14mm2 管内 162 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
14mm2 ころがし 12 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
14mm2 ラック内 92 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
150mm2 FEP内 92 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
150mm2 管内 30 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
150mm2 ころがし 19 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
150mm2 ラック内 79 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
22mm2 FEP内 131 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
22mm2 管内 54 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
22mm2 ころがし 97 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
22mm2 ラック内 134 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
250mm2 FEP内 92 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
250mm2 管内 30 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
250mm2 ころがし 19 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
250mm2 ラック内 79 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
38mm2 FEP内 241 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
38mm2 管内 250 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
38mm2 ころがし 133 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
38mm2 ラック内 166 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
60mm2 FEP内 315 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
60mm2 管内 340 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
60mm2 ころがし 227 ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
60mm2 ラック内 287 ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ
2.0mm-2C 管内 76 ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
22mm2-2C 管内 104 ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
22mm2-2C ころがし 81 ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
22mm2-2C ラック内 12 ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
22mm2-3C FEP内 55 ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
22mm2-3C 管内 16 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
22mm2-3C ころがし 4 ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
22mm2-3C ラック内 15 ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 8 ｍ
1.6㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) FEP内 58 ｍ
14㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 532 ｍ
14㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 219 ｍ
2.0㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) FEP内 29 ｍ
22㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 226 ｍ
22㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 48 ｍ
3.5㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) FEP内 47 ｍ
38㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 322 ｍ
38㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) FEP内 29 ｍ
5.5㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 328 ｍ
5.5㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 28 ｍ
60㎜
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
絶縁電線(EM-IE) 管内 255 ｍ
8㎜

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
2.0㎜-2C FEP内 29 ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ
100mm-3C FEP内 29 ｍ

ねじなし電線管(E)
19mm 隠ぺい 55 ｍ

ねじなし電線管(E)
25mm 隠ぺい 63 ｍ

ねじなし電線管(E)
31mm 隠ぺい 21 ｍ

.
ねじなし電線管(E)
39mm 隠ぺい 34 ｍ

.
ねじなし電線管(E)
39mm 露出配管 3 ｍ

塗装有 .
ねじなし電線管(E)
51mm 隠ぺい 162 ｍ

.
ねじなし電線管(E)
51mm 露出配管 78 ｍ

塗装有 .
ねじなし電線管(E)
63mm 隠ぺい 63 ｍ

.
ねじなし電線管(E)
63mm 露出配管 28 ｍ

塗装有 .
ねじなし電線管(E)
75mm 隠ぺい 21 ｍ

.
波付硬質合成樹脂管(FEP)

100 148 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)

125 58 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)

30 69 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

波付硬質合成樹脂管(FEP)

40 26 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)

50 47 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)

65 120 ｍ

波付硬質合成樹脂管(FEP)

80 223 ｍ

厚鋼電線管(G)
104 露出配管 7 ｍ

塗装有
厚鋼電線管(G)
28 露出配管 72 ｍ

塗装有
厚鋼電線管(G)
36 露出配管 9 ｍ

塗装有
厚鋼電線管(G)
42 露出配管 70 ｍ

塗装有
厚鋼電線管(G)
54 露出配管 44 ｍ

塗装有
厚鋼電線管(G)
70 露出配管 23 ｍ

塗装有
厚鋼電線管(G)
82 露出配管 51 ｍ

塗装有
厚鋼電線管(G)
92 露出配管 44 ｍ

塗装有
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)
22mm 露出配管 44 ｍ

P-a-2 内部改修 1 面

P-a-4 内部改修 1 面

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

L-B 内部改修 1 面

L-a 6 面

L-b 1 面

1F端末機分電盤 内部改修 1 面

2F端末機分電盤 内部改修 1 面

電算機分電盤 内部改修 1 面
（3F端末機分電盤）

4F端末機分電盤 内部改修 1 面

5F端末機分電盤 内部改修 1 面

1F端末機　日立 1 面

2F端末機　日立1 1 面

2F端末機　日立2 1 面

3F端末機　日立 1 面

4F端末機　日立 1 面

5F端末機　日立 1 面

議場棟受付 1 面

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

L-G 1 面

L-1-A 内部改修 1 面

L-1-B 内部改修 1 面

L-2-A 内部改修 1 面

L-2-B 内部改修 1 面

L-2-C 内部改修 1 面

L-3 内部改修 1 面

L-4 内部改修 1 面

L-5 内部改修 1 面

P-g 1 面

UPS盤 内部改修 1 面

P-h 1 面

S-1 （WP） 1 面

S-2 （WP） 1 面

S-3 （WP） 1 面

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

S-4 （WP） 1 面

S-5 （WP） 1 面

S-6 （WP） 1 面

S-7 （WP） 1 面

ELCB3P
開閉器箱(一般形) 50AF×2 1 個

ELCB3P
開閉器箱(一般形) 50AF×1 1 個

ELCB3P
開閉器箱(一般形) 50AF×1 1 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)

0.2㎡以上0.3㎡未満/個 200×200×150 1 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)

0.5㎡以上1.0㎡未満/個 350×350×350 2 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)

1.0㎡以上2.0㎡未満/個 500×500×500 8 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)

1.0㎡以上2.0㎡未満/個 600×600×300 8 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)

0.2㎡未満/個 150×150×100 1 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)

0.2㎡以上0.3㎡未満/個 200×200×150 1 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)

1.0㎡以上2.0㎡未満/個 500×500×400 1 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)

1.0㎡以上2.0㎡未満/個 600×600×300 8 個

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)

2.0㎡以上3.0㎡未満/個 800×800×300 2 個

接地極(銅板式) 900×900×1.5t 2 箇所

接地極(銅覆鋼棒打込式) 14φ×1.5m 2 箇所

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 1000A 24 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 W1200 20 ｍ

内間木排水機場　表示器 取外し・移設 1 面

朝霞水門水位表示盤　 取外し・移設 1 面

直流電源装置 改修費 1 式

接地埋設表 金属製 2 箇所

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 1000×1000×1200　ｔ20 4 個

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 900×900×900　ｔ20 1 個

漏電遮断器 （漏電のみ）2P 4 個

小計

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
3.5mm2-4C FEP内 27 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
5.5mm2-3C 管内 6 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
60mm2-3C 管内 40 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
60mm2-3C ころがし 111 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
14mm 管内 158 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
14mm ころがし 119 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
14mm ﾗｯｸ内 193 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
22mm 管内 148 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
22mm ころがし 12 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
22mm FEP内 41 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
22mm ﾗｯｸ内 71 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm 管内 47 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm ころがし 46 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm ﾗｯｸ内 23 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
60mm 管内 37 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
60mm ﾗｯｸ内 80 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
100mm 管内 50 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
100mm FEP内 3 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
100mm ころがし 10 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
100mm ﾗｯｸ内 244 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
150mm 管内 36 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
150mm ころがし 11 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
150mm ﾗｯｸ内 213 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
150mm FEP内 41 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
250mm 管内 12 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
250mm ころがし 11 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
250mm ﾗｯｸ内 74 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
250mm FEP内 41 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
200mm ﾗｯｸ内 70 ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去
325mm ﾗｯｸ内 20 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm-2C ころがし 10 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
38mm-2C ﾗｯｸ内 111 ｍ

CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去
1.25mm2-2C FEP内 27 ｍ

CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去
2.0mm2-2C ﾗｯｸ内 111 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
14mm-3C 管内 21 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
14mm-3C ﾗｯｸ内 33 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
3.5mm2-4C 管内 20 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
3.5mm2-4C ﾗｯｸ内 35 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
5.5mm2-4C 管内 4 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
5.5mm2-4C ﾗｯｸ内 9 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
8mm2-2C ころがし 20 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
8mm2-2C ﾗｯｸ内 222 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
8mm2-4C 管内 55 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
8mm2-4C ころがし 10 ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ撤去
8mm2-4C ﾗｯｸ内 129 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去
2.0mm2-4C ころがし 10 ｍ

CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去
2.0mm2-4C ﾗｯｸ内 155 ｍ

CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去
5.5mm2-10C FEP内 123 ｍ

CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去
5.5mm2-10C ﾗｯｸ内 159 ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去
14mm2-2C 管内 33 ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去
2.0mm2-2C ころがし 10 ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去
2.0mm2-2C ﾗｯｸ内 111 ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去
22mm2-2C 管内 75 ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去
22mm2-3C 管内 75 ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去
100mm2-3C ころがし 75 ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去
100mm2-3C ﾗｯｸ内 111 ｍ

600V絶縁電線(PF管内) 撤去

1.6㎜ × 1本 FEP内 660 ｍ

600V絶縁電線 撤去
1.6㎜ × 1本 管内 1,028 ｍ

600V絶縁電線 撤去
14㎜ × 1本 管内 622 ｍ

600V絶縁電線(PF管内) 撤去

14㎜ × 1本 FEP内 12 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

600V絶縁電線 撤去
2.0㎜ × 1本 管内 617 ｍ

600V絶縁電線 撤去
22㎜ × 1本 管内 244 ｍ

600V絶縁電線 撤去
22㎜ × 1本 管内 178 ｍ

600V絶縁電線 撤去
3.5㎜ × 1本 管内 49 ｍ

600V絶縁電線 撤去
30㎜ × 1本 管内 340 ｍ

600V絶縁電線 撤去
38㎜ × 1本 管内 1,102 ｍ

600V絶縁電線 撤去
5.5㎜ × 1本 管内 392 ｍ

600V絶縁電線 撤去
60㎜ × 1本 管内 948 ｍ

600V絶縁電線(PF管内) 撤去

8㎜ × 1本 FEP内 305 ｍ

600V絶縁電線 撤去
8㎜ × 1本 管内 202 ｍ

600V絶縁電線(PF管内) 撤去

80㎜ × 1本 FEP内 248 ｍ

600V絶縁電線 撤去
80㎜ × 1本 管内 153 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

ねじなし電線管撤去
E19 100 ｍ

ねじなし電線管撤去
E19 35 ｍ

ねじなし電線管撤去
E25 32 ｍ

ねじなし電線管撤去
E25 83 ｍ

ねじなし電線管撤去
E31 66 ｍ

ねじなし電線管撤去
E31 109 ｍ

ねじなし電線管撤去
E39 554 ｍ

ねじなし電線管撤去
E39 65 ｍ

ねじなし電線管撤去
E51 501 ｍ

ねじなし電線管撤去
E51 188 ｍ

ねじなし電線管撤去
E63 12 ｍ

ねじなし電線管撤去
E63 81 ｍ

厚鋼電線管撤去
G28 10 ｍ

厚鋼電線管撤去
G42 87 ｍ

厚鋼電線管撤去
G54 7 ｍ

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

厚鋼電線管撤去
G70 85 ｍ

厚鋼電線管撤去
G82 24 ｍ

厚鋼電線管撤去
G82 24 ｍ

金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)撤去

76 3 ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去
VE28 9 ｍ

P-a-3　撤去 1 面

P-A　撤去 1 面

LP-AC　撤去 1 面

L-a　撤去 1 面

L-b　撤去 1 面

1F端末機　日立 撤去 1 面

2F端末機　日立1 撤去 1 面

2F端末機　日立2 撤去 1 面

3F端末機　日立 撤去 1 面

4F端末機　日立 撤去 1 面

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

5F端末機　日立 撤去 1 面

議場棟受付 撤去 1 面

P-g 撤去 1 面

P-h 撤去 1 面

S-1 撤去 1 面

S-2 撤去 1 面

S-3 撤去 1 面

S-4 撤去 1 面

S-5 撤去 1 面

MP-A 撤去 1 面

MP-B 撤去 1 面

手元開閉器　撤去 MCB100/100×2 1 面

手元開閉器　撤去 MCB100/100　50/30 1 面

手元開閉器　撤去 2P50/20 1 面

プルボックス撤去 PB300×300×300（SUS） 2 個

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

プルボックス撤去 PB500×500×300 22 個

プルボックス撤去 PB1100×1100×500 1 個

プルボックス撤去 P.B700×400×400 1 個

プルボックス撤去 P.B700×700×400 1 個

プルボックス撤去 P.B500×500×500 4 個

プルボックス撤去 P.B500×500×700 2 個

プルボックス撤去 P.B250×400×500 2 個

プルボックス撤去 P.B350×350×350 2 個

接地端子盤 脱着 1 個

小計 撤去

計

A-2.幹線・動力設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-EEF
1.6㎜-2C 管内 32 ｍ

EM-EEF
1.6㎜-2C ころがし 51 ｍ

EM-EEF
1.6㎜-3C 管内 25 ｍ

EM-EEF
1.6㎜-3C ころがし 86 ｍ

EM-EEF
2.0㎜-3C 管内 13 ｍ

EM-EEF
2.0㎜-3C PF内 105 ｍ

EM-EEF
2.0㎜-3C ころがし 554 ｍ

ねじなし電線管(E)
25mm 隠ぺい 13 ｍ

合成樹脂製可とう電線管(PF管)

PF-D-22 隠ぺい 105 ｍ

1種金属線ぴ(MM1)
B型(40.4㎜) 15 ｍ

1種金属線ぴ(MM1)
A型(25.4㎜) 27 ｍ

LSS9-4-48 LN 11 個

K1-LRS11-1 9 個

LRS-1-08 LN 18 個

LRS6-4-48 LN 1 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)

2P15A×1 ﾈｰﾑ無し 7 個

A-3.電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)

2P15A×3 ﾈｰﾑ無し 2 個

ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 10 個

ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 43 個

ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)
連用形2P15A×2 (接地極*2 接地端子*1付 一体形) 20 個

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共
大形 44 92 個

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共
大形 54 12 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)

1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無し 1 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)

1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ無し 1 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)

1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無し 2 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)

1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ無し 6 個

換気扇用温度ｽｲｯﾁ 1 個

1種金属線ぴ(MM1)
１個用スイッチボックス 2 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)

0.2㎡以上0.3㎡未満/個 150×150×100 1 個

リース照明器具 脱着費用 1 式

小計

A-3.電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EV車充電用屋外コンセント 1 個
200V

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
3.5mm2-3C 管内 18 ｍ

厚鋼電線管(G)
22 露出配管 18 ｍ

塗装有

小計

A-3.電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

600V絶縁電線撤去
2.0㎜ × 1本 48 ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去
1.6㎜-2C 管内 4 ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去
1.6㎜-2C ころがし 4 ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去
1.6㎜-3C 管内 53 ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去
1.6㎜-3C ころがし 33 ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去
2.0㎜-3C 管内 63 ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ撤去 2P15A×2 4 個

ｺﾝｾﾝﾄ撤去 2P15A 10 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 1P15A×2 1 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 1P15A×1,PL×1 11 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 1P15A×2 4 個

小計 撤去

計

A-3.電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-EEF
2.0㎜-3C ころがし 3,765 ｍ

1種金属線ぴ(MM1)
B型(40.4㎜) 75 ｍ

OAタップ ４個　3ｍ 166 個

OAタップ ６個　3ｍ 140 個

OAタップ ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ2分岐 306 個

小計

A-4.OAｺﾝｾﾝﾄ設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去
2.0㎜-3C 管内 2,162 ｍ

1種金属線ぴ撤去 A形(25.4mm) 189 ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ撤去 2P15A×2(接地極付) 11 個

ｺﾝｾﾝﾄ撤去 2P15A×4(接地極付) 66 個

小計

合計

A-4.OAｺﾝｾﾝﾄ設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
0.9mm-2C ころがし 19 ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
0.9mm-3C PF内 12 ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
0.9mm-3C ころがし 70 ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
0.9mm-4C PF内 4 ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
0.9mm-3C ころがし 42 ｍ

ｱﾅﾛｸﾞ子時計 
SEA23 半埋込形 41 個

ｱﾅﾛｸﾞ子時計 
SP付 13 個

ﾄｲﾚ等呼出し表示器
呼出表示灯 ﾌﾞｻﾞｰ付き 5 個

ﾄｲﾚ等呼出し表示器
呼出ボタン プルスイッチなし 6 個

ﾄｲﾚ等呼出し表示器
復帰ボタン 6 個

表示器 壁掛け型（5窓） 1 面

表示器 壁掛け型（1窓） 1 面

OAフロア　LAN配線 配線・HUB支給（既存撤去含む） 1 式
14区画

AP新設工事 委託工事 1 式

TEL配線・端子更新工事 委託工事（既存撤去含む） 1 式
14区画

小計

A-5.弱電設備    

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

出退勤表示盤 40窓 15 個
撤去

多点発信機 1 個
撤去

半埋込電気子時計 41 個
撤去

電気子時計 SP付 13 個
撤去
通信用ｹｰﾌﾞﾙ(CPEV､CCPｰP､構内)撤去

0.9mm-20P 管内 347 ｍ

600V絶縁電線　撤去
22㎜ × 1本 管内 347 ｍ

ｽﾋﾟｰｶ取外し再取付 SC4-Hi3-V3 13 個

ｽﾋﾟｰｶ取外し再取付 SW1-Hi3-V3 2 個

小計

計

A-5.弱電設備  

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

光電式煙感知器 
2種 非蓄積型 6 個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器
定温式 1種防水 2 個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器
差動式 2種 2 個

副受信機
110回線 取外し・移設 1 個

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
0.9mm-4C ころがし 8 ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
1.2mm-2C ころがし 30 ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
1.2mm-4C ころがし 12 ｍ

光電式煙感知器 
2種 非蓄積型 59 個
脱着
光電式煙感知器 
3種 25 個
脱着
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器
差動式 2種 1 個
脱着
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器
定温式 1種防水 15 個
脱着

ガス漏れ検知器 4 個
脱着

小計

A-6.自火報・防排煙設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

光電式煙感知器 
2種 非蓄積型 6 個
撤去
光電式煙感知器 
3種 2 個
撤去
通信用ｹｰﾌﾞﾙ(HP､AE)撤去

1.2mm-2C ころがし 23 ｍ

通信用ｹｰﾌﾞﾙ(HP､AE)撤去

1.2mm-4C ころがし 11 ｍ

小計

計

A-6.自火報・防排煙設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

超高感度煙感知器更新工事 撤去含む 1 式

ガス消化設備更新工事 撤去含む 1 式

セキュリティー用制御器 1 個

パッシブセンサー 2 個

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 
0.9mm-2C ころがし 37 ｍ

EM-EEF
2.0㎜-3C ころがし 12 ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 
1.2mm-5P ころがし 35 ｍ

計

A-7.サーバー室内自動運転監視装装置

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳

とりこわし発生材運搬 60.0㎞以下 38.46 ｍ3
木材類

混合廃棄物処理費 混合廃棄物 38.46 ｍ3

有価物売却費 一号銅線 6,470 kg

被服処理費 8,330 kg

計

A-8.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

M 機械設備

1 空調設備工事 1 式

2 換気設備工事 1 式

3 自動制御設備工事 1 式

4 衛生器具設備工事 1 式

5 給水設備工事 1 式

6 排水設備工事 1 式

7 給湯設備工事 1 式

8 消火設備工事 1 式

9 ガス設備工事 1 式

10 撤去工事 1 式

11 発生材処分費 1 式

科　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

合  計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

1 空調設備工事

(1）機器設備

MACP-N1
ﾏﾙﾁ形屋外機 1 組
MACP-N1-1
ﾏﾙﾁ形室内機 3 台
MACP-N1-2
ﾏﾙﾁ形室内機 5 台
MACP-N1-3
ﾏﾙﾁ形室内機 1 台
MACP-S1
ﾏﾙﾁ形屋外機 1 組
MACP-S1-1
ﾏﾙﾁ形室内機 3 台
MACP-S1-2
ﾏﾙﾁ形室内機 6 台
MACP-H1
ﾏﾙﾁ形屋外機 1 組
MACP-H1-1
ﾏﾙﾁ形室内機 7 台
MACP-H1-2
ﾏﾙﾁ形室内機 1 台
MACP-H1-3
ﾏﾙﾁ形室内機 2 台
MACP-N2
ﾏﾙﾁ形屋外機 1 組
MACP-N2-1
ﾏﾙﾁ形室内機 4 台

天井ｶｾｯﾄ4方向
冷7.1kW/暖8.0kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
天井埋込ﾀﾞｸﾄ
冷28.0kW/暖31.5kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
床置直吹形
冷14.0kW/暖16.0kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
高効率(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ高COPﾀｲﾌﾟ)
冷77.5.kw/暖90.0kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷7.1kW/暖8.0kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共

高効率(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ高COPﾀｲﾌﾟ)
冷100.0.kw/暖112.0kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

高効率(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ高COPﾀｲﾌﾟ)
冷56.0.kw/暖63.0kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷5.6kW/暖6.3kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷7.1kW/暖8.0kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷2.8kW/暖3.2kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
高効率(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ高COPﾀｲﾌﾟ)
冷61.5.kw/暖69.0kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷5.6kW/暖6.3kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷7.1kW/暖8.0kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共

2 / 64 ページ



件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

MACP-N2-2
ﾏﾙﾁ形室内機 3 台
MACP-N2-3
ﾏﾙﾁ形室内機 2 台
MACP-N2-4
ﾏﾙﾁ形室内機 2 台
MACP-S2
ﾏﾙﾁ形屋外機 1 組
MACP-S2-1
ﾏﾙﾁ形室内機 6 台
MACP-S2-2
ﾏﾙﾁ形室内機 4 台
ACP-C1
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ 1 組
ACP-C2
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ 1 組
ACP-C3
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ 1 組
ACP-C4
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ 1 組
ACP-C5
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ 1 組
ACR-C1
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 4 組
ACR-C2
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 1 組
CP-C1
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ

壁掛形　ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式

1 面

ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ(天井ｶｾｯﾄ4方向)
冷7.1kW/暖8.0kW
ﾘﾓｺﾝ共
ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ(壁掛形)
冷4.0kW/暖4.5kW
ﾘﾓｺﾝ共
壁掛形
冷2.2kW/暖2.5kW
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,ﾘﾓｺﾝ共
壁掛形
冷2.8kW/暖3.6kW
ﾘﾓｺﾝ共

床置ダクト形(加湿器付)
冷100.0kW/暖112.0kW
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
床置ダクト形(加湿器付)
冷134.0kW/暖112.0kW
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ(天井ｶｾｯﾄ4方向)
冷20.0kW/暖22.4kW
ﾘﾓｺﾝ共

天井ｶｾｯﾄ4方向
冷5.6kW/暖6.3kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共

天井ｶｾｯﾄ4方向
冷5.6kW/暖6.3kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷7.1kW/暖8.0kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共

天井ｶｾｯﾄ4方向
冷4.5kW/暖5.6kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷8.0kW/暖9.0kW
遮断弁ﾕﾆｯﾄ,ﾘﾓｺﾝ共
高効率(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ高COPﾀｲﾌﾟ)
冷67.0kw/暖77.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

MACP-G1
ﾏﾙﾁ形屋外機(更新用) 1 組
MACP-G1-1
ﾏﾙﾁ形室内機 3 台
MACP-G1-2
ﾏﾙﾁ形室内機 2 台
MACP-G1-3
ﾏﾙﾁ形室内機 6 台
MACP-G1-4
ﾏﾙﾁ形室内機 1 台
MACP-G1-5
ﾏﾙﾁ形室内機 1 台
MACP-G2
ﾏﾙﾁ形屋外機(更新用) 1 組
MACP-G2-1
ﾏﾙﾁ形室内機 2 台
MACP-G2-2
ﾏﾙﾁ形室内機 2 台
MACP-G2-3
ﾏﾙﾁ形室内機 7 台
MACP-G2-4
ﾏﾙﾁ形室内機 2 台
ACP-G1
ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ 1 組
CP-G1
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ

壁掛形　ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式

1 面

空調機調整費 1 式

高効率(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ)
冷73.0kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
天井ｶｾｯﾄ2方向
冷2.2kW/暖2.5kW
ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ2方向
冷3.6kW/暖4.0kW
ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷4.5kW/暖5.0kW
ﾘﾓｺﾝ共
天井露出形
冷5.6kW/暖6.3kW
ﾘﾓｺﾝ共
天井露出形
冷7.1kW/暖8.0kW
ﾘﾓｺﾝ共
高効率(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ)
冷61.5kw/暖69.0kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
天井ｶｾｯﾄ2方向
冷2.2kW/暖2.5kW
ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷3.6kW/暖4.0kW
ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷4.5kW/暖5.0kW
ﾘﾓｺﾝ共
天井ｶｾｯﾄ4方向
冷5.6kW/暖6.3kW
ﾘﾓｺﾝ共
床置ダクト形(加湿器付)
冷71.0kW/暖80.0kW
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 2 日

HUD-1  蒸気式加湿器 35.0 kg/h 1 台

25t
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

１．(1)　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

（２）空調配管設備

冷媒用断熱材被覆銅管 118 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 272 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 154 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 366 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 25 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 52 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 66 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 179 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 30 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 141 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 74 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 342 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 52 ｍ

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 4 ｍ

ｶﾞｽ管　19.05φ
厚20mm

ｶﾞｽ管　22.22φ
厚20mm

ｶﾞｽ管　25.4φ
厚20mm

液管　15.88φ
厚10mm

液管　19.05φ
厚10mm

ｶﾞｽ管　9.52φ
厚20mm

ｶﾞｽ管　12.7φ
厚20mm

ｶﾞｽ管　15.88φ
厚20mm

液管　12.7φ
厚10mm

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

液管　6.35φ
厚10mm

液管　9.52φ
厚10mm

ｶﾞｽ管　28.58φ
厚20mm

ｶﾞｽ管　31.75φ
厚20mm

屋内一般
20 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 173 ｍ

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 222 ｍ

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 33 ｍ

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 39 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)

機械室・便所
25A

3 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)

機械室・便所
40A

4 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 12 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・ｶﾗｰVP管 3 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・ｶﾗｰVP管 8 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・耐候性VP管 29 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・耐候性VP管 30 ｍ

間接排水口 32 A 2 個

間接排水口 50 A 3 個

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ 25 A 2 個

屋内一般
30 A

屋内一般
40 A

屋内一般
25 A

屋内一般
50 A

機械室・便所
50A

屋内一般
20 A

屋内一般
30 A

屋内一般
40 A

屋内一般
50 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ 40 A 3 個

ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 32 A 3 個

ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 40 A 2 個

ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 50 A 5 個

冷媒用免震ﾌﾚｷ 12.7 φ 2 個

冷媒用免震ﾌﾚｷ 15.88 φ 7 個

冷媒用免震ﾌﾚｷ 19.05 φ 1 個

冷媒用免震ﾌﾚｷ 25.4 φ 2 個

冷媒用免震ﾌﾚｷ 28.58 φ 5 個

冷媒用免震ﾌﾚｷ 31.75 φ 3 個

冷媒管用外装材 1 式

防火区画貫通処理 1 式

機械はつり補修 1 式

既存配管接続 1 式

免震ﾌﾚｷ用支持架台 1 式
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

１．(2)　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(3)　ﾀﾞｸﾄ設備

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 37 ㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 296 ㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 35 ㎡

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ) 5 ㎡

鋼板製ﾀﾞｸﾄ 16 ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)

ｲﾝｻｰﾄ無
150mm 12 ｍ

線状吹出口ﾎﾞｯｸｽ 1 式

ﾁｬﾝﾊﾞｰ 1 式

消音ｴﾙﾎﾞ 1 式

たわみ継手 1 式

線状吹出口 BLS - 2000 5 個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS - 1,100 x 600 3 個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS - 1,200 x 800 1 個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS - 2,000 x 700 4 個

ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
0.6mm(451～750mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
0.8mm(751～1200mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
1.0mm(1501～2200mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
1.6mm
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  150 2 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  200 x 200 2 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  400 x 400 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  450 x 250 6 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  500 x 300 3 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  550 x 300 5 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  600 x 400 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  600 x 600 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  650 x 300 5 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  650 x 400 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  650 x 600 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  650 x 650 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  700 x 400 2 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  700 x 500 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  750 x 300 1 個
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  750 x 700 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  900 x 500 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  1,000 x 400 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  400 x 400 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  650 x 650 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  700 x 400 2 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  700 x 700 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  800 x 300 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  800 x 650 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  1,000 x 400 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  2,000 x 350 1 個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ (自動復帰) SFD  200 x 200 2 個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ (自動復帰) SFD  450 x 250 6 個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ (自動復帰) SFD  550 x 300 6 個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ (自動復帰) SFD  650 x 300 4 個
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ (自動復帰) SFD  750 x 300 5 個

風量測定口 37 個

保温工事 1 式

総合調整費 1 式

１．(3)　計

１．(1)～(3)　合計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

2 換気設備工事

（１）機器設備
HXFU-C-2
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 1 組
HEX-G-1
全熱交換器 1 組
HEU-G-1
全熱交換器 1 組
HEU-C-1
全熱交換器 1 台
HXF-G-1
全熱交換器 1 台
FE-C-3
本館棟便所排風機 1 台
FE-C-4
本館棟湯沸室排風機 1 台
FE-C-5
本館棟厨房排風機 1 台
FE-Ｇ-1
本館棟議場排風機 1 台
FV-C-1
天井換気扇 2 台
FV-C-2
天井換気扇 2 台
FV-G-1
天井換気扇 1 台
FV-G-2
天井換気扇 2 台

天吊形
処理風量2,700m3/H

床置ﾕﾆｯﾄ形
処理風量2,400m3/H

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

屋内設置　給気量
12,000m3/H,排気量
9,000m3/H、自動巻取形ﾌｨﾙ

天吊ｶｾｯﾄ形
風量150m3/H
ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ共
壁埋込形
風量100m3/H
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ共
床置ｼﾛｯｺ形
SS 2 1/2x3,600m3/Hx300Pa
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

床置ｼﾛｯｺ形
SS 3 x 10,1300m3/Hx500Pa
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

床置ｼﾛｯｺ形
SS 1 1/2x1,200m3/Hx250Pa
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

天吊ｼﾛｯｺ形
SS 1 1/2x1,750m3/Hx300Pa
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
ｲﾝﾃﾘｱ用低騒音形
150m3/Hx80Pa

ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形
80m3/Hx80Pa

ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形  (2部屋用)
200m3/Hx80Pa
副吸込口共
ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形
250m3/Hx100Pa
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

FV-G-3
天井換気扇 1 台
FV-B-1
天井換気扇 5 台
FV-B-2
天井換気扇 5 台
FV-B-3
天井換気扇 1 台

2. (1)  計

ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形
250m3/Hx100Pa

ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形
150m3/Hx80Pa

鋼板製低騒音形
200m3/Hx100Pa

ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形
350m3/Hx100Pa
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(2)　ﾀﾞｸﾄ設備

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 35 ㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 104 ㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 40 ㎡

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ) 7 ㎡

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ) 1 ㎡

鋼板製ﾀﾞｸﾄ 5 ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) 11 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)

ｲﾝｻｰﾄ無
150mm 33 ｍ

制気口ﾎﾞｯｸｽ 1 式

ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｰ 1 式

たわみ継手 1 式

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  200x200 6 個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  250x250 12 個

給気ｸﾞﾘﾙ 150φ 2 個

ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
0.6mm(451～750mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
0.8mm(751～1200mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
1.0mm(1501～2200mm)

ｲﾝｻｰﾄ無
1.0mm(2201mm～ )

ｲﾝｻｰﾄ無
100mm

ｲﾝｻｰﾄ無
1.6mm
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ SUS製　100φ 2 個

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ SUS製　150φ 5 個

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾞ CD  150 2 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  200 x 150 16 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  350 x 350 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  400 x 300 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  450 x 400 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  500 x 300 4 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  550 x 400 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  600 x 600 1 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ VD  650 x 650 3 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  400 x 300 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  450 x 400 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  500 x 300 1 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  600 x 600 1 個
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ FD  650 x 650 1 個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ (自動復帰) SFD  200 x 150 6 個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ (自動復帰) SFD  200 x 200 5 個

風量測定口 20 個

保温・断熱工事 1 式

総合調整費 1 式

2．(2)　計

2．(1) + (2)　計

18 / 64 ページ



件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

3 自動制御設備工事

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ平形 308 ｍ

EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ 1,287 ｍ

EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ 353 ｍ

ねじなし電線管 60 ｍ

ねじなし電線管 21 ｍ

厚鋼電線管 197 ｍ

1種金属線ぴ 56.0 ｍ

1種金属線ぴ附属品 37.0 個

1種金属線ぴ附属品 37.0 個

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 37.0 台

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 5.0 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 7.0 個

防火区画貫通処理 8.0 個所

200x200x150

200x200x150
溶融亜鉛メッキ製

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(2個用)

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

冷媒共巻
EM-EEF 2.0mm-3C

冷媒共巻
EM-CEES 1.25mm2-2C

管内
EM-CEES 1.25mm2-2C

露出　E 19

露出　E 25

露出　G 22

MM-A (25.4mm)

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

3.   計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量 単 位 金          額 金          額 備       考   

4 衛生器具設備

洋風便器 38 組

壁掛小便器 29 組

洗面器

自動水栓　水石けん供給

61 組

洗濯用流し 11 組

多目的便器 1 組

多目的洗面器 1 組

オストメイト 自動水栓一体電気温水器 1 組

壁掛洗面器

自動水栓　水石けん供給

2 組

洗濯機用防水パン

トラップ共

1 組

立形自在水栓

T136SUNR1
3

10 組

給湯機用止水栓

TLC4A1

11 個

洗濯機用単水栓

TW11R

1 個

洋風便器取外し再取付 4 組

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式　温水洗浄便
座　紙巻器共

壁掛形　低リップ
自動洗浄（自己発電）

立水栓、排水金具

ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式　温水洗浄便
座　紙巻器共

自動水栓　水石けん供給
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量 単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

湯水混合栓

TKS05310J

1 個

4.  計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

5 給水設備工事

(1)上水

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 226 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 14 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 27 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 9 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 7 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 1 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 1 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 205 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 68 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 25 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 39 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 13 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 8 ｍ

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

拡管接合　屋内一般
20SU

拡管接合　屋内一般
25SU

拡管接合　屋内一般
30SU

拡管接合　屋内一般
40SU

拡管接合　屋内一般
50SU

拡管接合　屋内一般
60SU

溶接接合　屋内一般
75SU

拡管接合　機械室・便所
20SU

拡管接合　機械室・便所
25SU

拡管接合　機械室・便所
30SU

拡管接合　機械室・便所
40SU

拡管接合　機械室・便所
50SU

溶接接合　機械室
75SU
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 21 ｍ

給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ビ管(HI-VP) 3 ｍ

仕切弁(管端防食コア付) 17 個

仕切弁(管端防食コア付) 1 個

仕切弁(管端防食コア付) 4 個

仕切弁(管端防食コア付) 13 個

仕切弁(管端防食コア付) 2 個

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 1 個

Ｙ形ｽﾄﾚｰﾅ(管端防食コア付） 3 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 1 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 3 個

弁ﾎﾞｯｸｽ

VC-P

1 個

埋設表示杭 2 個

埋設ｼｰﾄ 3 ｍ

保温工事 1 式

5K(ねじ・給水用）
20A

5K(ねじ・給水用）
25A

5K(ねじ・給水用）
32A

5K(ねじ・給水用）
40A

5K(ねじ・給水用）
50A

10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ）
80A

10K     20A

ﾍﾞﾛｰｽﾞ製　　20A

ｽﾃﾝﾚｽ製　　20A

鉄製

溶接接合　機械室
80SU

地中配管
25A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

土工事 1 式

機械はつり補修費 1 式

既存配管接続 1 式

耐震振止支持 1 式

5. （１）　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

（２）　井水

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 4 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 117 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 78 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 27 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 4 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 4 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 9 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 14 ｍ

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 19 ｍ

仕切弁(管端防食コア付) 1 個

仕切弁(管端防食コア付) 10 個

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 1 個

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 1 個

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 1 個

拡管接合　屋内一般
30SU

拡管接合　機械室・便所
20SU

拡管接合　機械室・便所
25SU

拡管接合　機械室・便所
30SU

拡管接合　機械室・便所
40SU

拡管接合　機械室・便所
50SU

溶接接合　機械室
75SU

拡管接合　機械室・便所
60SU

溶接接合　機械室
100SU

5K(ねじ・給水用）
25A

5K(ねじ・給水用）
32A

10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ）
65A

10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ）
80A

10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ）
100A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

保温工事 1 式

機械はつり補修費 1 式

既存配管接続 1 式

耐震振止支持 1 式

5. （１）　+　（２）　計

5. （２）　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

6 排水設備工事

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 18 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 5 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 2 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 9 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 23 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 41 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 15 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 9 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 4 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 25 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 17 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 17 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 20 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 3 ｍ

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

屋内一般
40A

屋内一般
50A

屋内一般
65A

屋内一般
75A

屋内一般
100A

屋内一般
125A

機械室・便所
50A

機械室・便所
40A

機械室・便所
65A

機械室・便所
75A

機械室・便所
100A

屋内一般
50A

屋内一般
65A

屋内一般
100A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 21 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 101 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 81 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 40 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 124 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 129 ｍ

排水・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 18 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 2 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 6 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 5 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)

機械室・便所
40A

2 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 6 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 9 ｍ

通気・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP)

機械室・便所
40A

17 ｍ

通気・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 58 ｍ

機械室・便所
50A

機械室・便所
65A

機械室・便所
50A

屋内一般
40A

機械室・便所
40A

屋内一般
50A

屋内一般
125A

地中配管
100A

機械室・便所
50A

機械室・便所
65A

機械室・便所
75A

機械室・便所
100A

機械室・便所
125A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

通気・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 51 ｍ

通気・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 41 ｍ

通気・耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管(VP) 23 ｍ

床上掃除口(非防水) COA 50 5 個

床上掃除口(非防水) COA 65 4 個

床上掃除口(非防水) COA 80 20 個

床上掃除口(非防水) COA 100 25 個

満水継手 65 A 5 個

満水継手 100 A 12 個

通気金物(ｱﾙﾐ製) 2 個

通気金物(ｱﾙﾐ製) 1 個

通気金物(ｱﾙﾐ製) 2 個

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(塩ビ蓋付) 2 組

土工事 1 式

機械はつり補修費 1 式

機械室・便所
65A

機械室・便所
75A

機械室・便所
100A

埋込形　50 A

埋込形　65 A

埋込形　100 A

150 - 100φ
90L　500H以下
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

既存配管接続 1 式

耐震振止支持 1 式

計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

7 給湯設備工事

WHE-1  電気温水器 8 台

WHG-1  ガス給湯器 1 台

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 6 ｍ

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 16 ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 1 個

保温工事 1 式

既存電気温水器取外し再取付 置台　12L 2 台

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

開放式貯湯形床置
貯湯量20L  1-200V 2.0kW

屋外壁掛形　潜熱回収
給湯能力24号　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
共
拡管接合　屋内一般
13SU

7.　計

拡管接合　屋内一般
20SU

ｽﾃﾝﾚｽ製　　20A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

8 消火設備工事

消火・配管用炭素鋼鋼管 9 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 28 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 5 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 3 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 12 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 3 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 1 ｍ

散水ヘッド 開放式　ﾏﾙﾁﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 9 個

機械はつり補修 1 式

既存配管接続 1 式

機械室・便所
32 A

機械室・便所
80 A

8.　計

屋内一般
25 A

屋内一般
32 A

屋内一般
40 A

屋内一般
65 A

屋内一般
80 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

9 ガス設備工事

工事費 1 式

9.　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

10 撤去工事

(1) 空調設備 1.0 式

(2) 換気設備 1.0 式

(3) 衛生器具設備 1.0 式

(4) 給水設備 1.0 式

(5) 排水設備 1.0 式

(6) 給湯設備 1.0 式

(7) 消火設備 1.0 式

(8) ガス設備 1.0 式

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

10.　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

1) 空調設備

　-１　機器設備

HP-1 ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ 1.0 台

HP-2 ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ 1.0 台

HP-3 ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ 1.0 台

PCH-1  冷温水１次ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 台

PCH-2  冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 台

PCH-3  冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 台

PCH-4  冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 台

PCH-5  冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 台

PCH-6  冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 台

PCH-11  冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 台

HCHS-1 冷温水ｻﾌﾟﾗｲﾍｯﾀﾞｰ 1.0 台

HCHR-1 冷温水ﾚﾀﾝﾍｯﾀﾞｰ 1.0 台

EXT-1  膨張ﾀﾝｸ 1.0 台

冷房能力　265.0kW
圧縮機37.0kWx2

渦巻形　100A 15.0kW
防振基礎

渦巻形　50A  2.2kW
防振基礎

渦巻形　65A  5.5kW
防振基礎

渦巻形　100A 15.0kW
防振基礎

渦巻形　100A 11.0kW
防振基礎

渦巻形　65A  3.7kW
防振基礎

渦巻形　80A  5.5kW
防振基礎

鋼管製　250Ax5,000L
架台共

鋼管製　250Ax2,840L
架台共

密閉式　55 L

冷房能力　106.0kW
圧縮機30.0kWx2

冷房能力　265.0kW
圧縮機37.0kWx2
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

AHU-1 1.2階南系統空調機 1.0 台

AHU-2  1.2階北系統空調機 1.0 台

AHU-3  地階食堂用空調機 1.0 台

AHU-4  2階議場系統空調機 1.0 台

AHU-5  3～5階系統空調機 1.0 台

HEX-1  全熱交換器 1.0 台

HY-1  加湿器 1.0 台

FIH-4  ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 20.0 台

FIH-6  ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 26.0 台

FIH-8  ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 24.0 台

FRH-4  ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 2.0 台

FRH-6  ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 2.0 台

FRH-8  ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 2.0 台

PAC-1　ﾏﾙﾁ形屋外機 1.0 組

PAC-1-1　ﾏﾙﾁ形室内機 1.0 台

高効率冷暖切替形
冷房84.0kw,暖房94.5kw

天井ｶｾｯﾄ形
冷房5.6kw,　暖房6.3kw

床置露出形
800形

横形ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
風量 34,600m/H

立形ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
風量   3,000m/H

横形ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
風量 15,200m/H

横形ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
風量 15,300m/H

垂直ロータ式
風量 15,300m3/H

壁掛形
蒸気発生量　37.5kg/h

床置ｲﾝﾍﾟｲ形
400形

床置ｲﾝﾍﾟｲ形
600形

床置ｲﾝﾍﾟｲ形
800形

床置露出形
400形

床置露出形
600形

横形ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
風量 49,500m/H
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

PAC-1-2　ﾏﾙﾁ形室内機 11.0 台

PAC-2　ﾏﾙﾁ形屋外機 1.0 組

PAC-2-1　ﾏﾙﾁ形室内機 3.0 台

PAC-2-2　ﾏﾙﾁ形室内機 1.0 台

PAC-2-3　ﾏﾙﾁ形室内機 1.0 台

PAC-2-4　ﾏﾙﾁ形室内機 8.0 台

PAC-11  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-12  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-13  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-14  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-15  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-16  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-17  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-21  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

PAC-22  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 1.0 組

ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ　　床置露出形
冷房 25.0kw, 暖房 28.0kw

ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ　　天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
冷房 25.0kw, 暖房 28.0kw

ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ　　天吊露出形
冷房 12.5kw, 暖房 14.0kw

ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ　　天吊露出形
冷房 20.0kw, 暖房 22.4kw

ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ　　天吊露出形
冷房 12.5kw, 暖房 14.0kw

ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ　　天吊露出形
冷房 25.0kw, 暖房 28.0kw

天井ｶｾｯﾄ形
冷房2.8kw,　暖房3.2kw

高効率冷暖切替形
冷房84.0kw,暖房94.5kw

天井ｶｾｯﾄ形
冷房2.8kw,　暖房3.2kw

天井ｶｾｯﾄ形
冷房3.6kw,　暖房4.0kw

天井ｶｾｯﾄ形
冷房4.5kw,　暖房5.0kw

天井ｶｾｯﾄ形
冷房5.6kw,　暖房6.3kw

ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ　　天吊露出形
冷房 20.0kw, 暖房 22.4kw

ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ　　天吊露出形
冷房 20.0kw, 暖房 22.4kw

ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ　　天吊露出形
冷房 20.0kw, 暖房 22.4kw
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

RAC-4  ﾙｰﾑｴｱｺﾝ
壁掛形
2.2kwｸﾗｽ 1.0 組

冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ 1.0 式

冷媒回収及び破壊処理費 1.0 式

10. (1) - 1  小　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

(1)-2　配管設備

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 538.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 84.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 38.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 27.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 91.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 20.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 55.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 54.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 3.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 2.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 2.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 9.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 29.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 16.0 ｍ

屋内一般    50A

屋内一般    65A

屋内一般    80A

屋内一般    100A

機械室・便所　　20 A

機械室・便所　　25 A

機械室・便所　　32 A

機械室・便所　　40 A

機械室・便所　　50 A

機械室・便所　　65 A

屋内一般    40A

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

屋内一般    20A

屋内一般    25A

屋内一般    32A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 108.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 70.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 57.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 70.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 4.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 8.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 160.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 123.0 ｍ

冷温水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 28.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 1/4Ｂ 6.35mm 6.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 3/8B 9.52mm 70.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 1/2B 12.7mm 119.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 5/8B 15.88mm 35.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 3/4B 19.05mm 53.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 7/8B 22.22mm 47.0 ｍ

機械室・便所　　125 A

機械室・便所　　150 A

屋外架空　　25 A

屋外架空　　32 A

屋外架空　　80 A

屋外架空　　100 A

屋外架空　　150 A

機械室・便所　　100 A

機械室・便所　　80 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

冷媒用銅管【撤去】 1  B 25.4mm 105.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 1 1/4B 28.58mm 36.0 ｍ

冷媒用銅管【撤去】 1 3/4B 44.44mm 47.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 237.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 26.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 36.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 20.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 32.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 25.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 4.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 8.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 12.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・硬質塩化ビニル管【撤去】 6.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・硬質塩化ビニル管【撤去】 131.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ・硬質塩化ビニル管【撤去】 9.0 ｍ

屋内一般    65A

機械室・便所　　40 A

機械室・便所　　50 A

機械室・便所　　65 A

屋内一般    20A

屋内一般    25A

屋内一般    40A

屋内一般    50A

屋内一般    20A

屋内一般    25A

屋内一般    32A

屋内一般    40A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ﾄﾞﾚﾝ・硬質塩化ビニル管【撤去】 18.0 ｍ

弁類　【撤去】 17.0 個

弁類　【撤去】 4.0 個

弁類　【撤去】 2.0 個

弁類　【撤去】 4.0 個

弁類　【撤去】 12.0 個

弁類　【撤去】 4.0 個

弁類　【撤去】 8.0 個

弁類　【撤去】 3.0 個

弁類　【撤去】 2.0 個

弁類　【撤去】 1.0 個

弁類　【撤去】 B V 65 A 4.0 個

弁類　【撤去】 B V 80 A 16.0 個

弁類　【撤去】 B V 100 A 18.0 個

弁類　【撤去】 B V 125 A 10.0 個

GV.CV.Yｽﾄ　　50 A

GV.CV.Yｽﾄ　　65 A

GV.CV.Yｽﾄ　　80 A

GV.CV.Yｽﾄ　　100 A

GV.CV.Yｽﾄ　　125 A

GV.CV.Yｽﾄ　　150 A

GV.CV.Yｽﾄ　　40 A

屋内一般    50A

GV.CV.Yｽﾄ　　20 A

GV.CV.Yｽﾄ　　25 A

GV.CV.Yｽﾄ　　32 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

弁類　【撤去】 B V 150 A 7.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 F J 40 A 2.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 F J 80 A 10.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 F J 100 A 12.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 F J 125 A 4.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 F J 150 A 4.0 個

免震ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 80 A 2.0 個

免震ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 100 A 2.0 個

免震ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　【撤去】 150 A 2.0 個

間接排水口　【撤去】 40 A 8.0 個

間接排水口　【撤去】 50 A 4.0 個

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ　【撤去】 25 A 1.0 個

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ　【撤去】 40 A 4.0 個

保温　【撤去】 1.0 式

ｴｱｺﾝ用配線　【撤去】 1.0 式
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

既存配管切断 1.0 式

制御配線・配管【撤去】 1.0 式

制御機器【撤去】 1.0 式

配管撤去跡穴埋め 1.0 式

10. (1) - 2  小　計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(1)-3　ﾀﾞｸﾄ設備

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 0.5mm 26.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 0.6mm 123.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 0.8mm 365.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 1.0mm 56.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 1.2mm 6.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 1.6mm 19.0 ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　【撤去】 150 mm 6.0 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　【撤去】 200 mm 1.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ吹出口【撤去】 C2 20 1.0 個

線状吹出口【撤去】 BLS 2,000 L 5.0 個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口【撤去】 VH 725 x 125 20.0 個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口【撤去】 VH 975 x 125 26.0 個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口【撤去】 VH 1350 x 125 24.0 個

ｽﾘｯﾄ形吸込口【撤去】 GVS 1100 x 600 3.0 個
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ｽﾘｯﾄ形吸込口【撤去】 GVS 1200 x 800 1.0 個

ｽﾘｯﾄ形吸込口【撤去】 GVS 700 x 2000 4.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 450 x 300 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 500 x 300 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 550 x 450 2.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 700 x 700 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 750 x 550 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 800 x 300 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 800 x 400 2.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 800 x 650 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 1150 x 900 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 1200 x 400 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 1200 x 500 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 1200 x 600 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 1300 x 650 1.0 個
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 400 x 350 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 500 x 280 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 500 x 300 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 550 x 200 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 600 x 200 2.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 700 x 200 2.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 700 x 600 2.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 770 x 300 2.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 850 x 340 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 1000 x 450 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 1150 x 400 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 1200 x 370 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 1600 x 300 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 1600 x 450 1.0 個

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 400 x 400 1.0 個
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 700 x 400 2.0 個

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 700 x 700 2.0 個

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 1000 x 400 1.0 個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FD 800 x 650 1.0 個

ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｰ【撤去】 1.0 式

消音ｴﾙﾎﾞ【撤去】 1.0 式

保温　【撤去】 1.0 式

10. (1) - 3  小　計

10. (1) -1 + -2 + -3  計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

(2) 換気設備

HXF-2  全熱交換機【撤去】 1.0 台

HXF-3  全熱交換機【撤去】 1.0 台

EF-2　排風機【撤去】 1.0 台

EF-3　排風機【撤去】 1.0 台

EF-4　排風機【撤去】 1.0 台

EF-5　排風機【撤去】 1.0 台

EF-6　排風機【撤去】 1.0 台

VF-1　天井換気扇【撤去】 低騒音形　　210 m3/H 2.0 台

VF-2　天井換気扇【撤去】 低騒音形　　250 m3/H 1.0 台

HXF-1  全熱交換形換気扇【撤去】壁掛形　100m3/H 1.0 台

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 0.5mm 37.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 0.6mm 54.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 0.8mm 40.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 1.0mm 9.0 ㎡

床置　片吸込ｼﾛｯ形
2,200m3/H x 1.5 kw

床置　片吸込ｼﾛｯ形
10,130m3/H x 5.5 kw

天吊　片吸込ｼﾛｯ形
1,750m3/H x 0.75 kw

床置　片吸込ｼﾛｯ形
3,960m3/H x 1.5 kw

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

天吊形ロータ式
風量  2,700m3/H

床置ﾕﾆｯﾄ形
風量 2,400m3/H

床置　片吸込ｼﾛｯ形
16,700m3/H x 7.5 kw
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 1.2mm 12.0 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ　【撤去】 亜鉛鉄板 1.6mm 5.0 ㎡

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口【撤去】 HS 250 x 250 12.0 個

SUSﾌｰﾄﾞ【撤去】 600 x 600 6.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 350 x 350 1.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 500 x 500 3.0 個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 VD 550 x 400 1.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 200 x 150 6.0 個

防火防煙・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 SFVD 250 x 200 6.0 個

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 400 x 300 1.0 個

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 450 x 400 1.0 個

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 500 x 300 1.0 個

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 600 x 600 1.0 m

防火・風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ【撤去】 FVD 700 x 700 1.0 m
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

10.  (2)  計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

(3)　衛生器具設備

洋風便器【撤去】 FV 10.0 組

多目的便器【撤去】 FV 2.0 組

壁掛式小便器【撤去】 FV 29.0 組

洗面器【撤去】 25.0 組

多目的手洗器【撤去】 1.0 組

掃除用流し 8.0 組

水栓【撤去】 13 A 13.0 組

混合水栓【撤去】 13 A 1.0 組

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

10. (3)  小計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(4) 給水設備

-1. 上水給水設備

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 20 A 44.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 25 A 17.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 32 A 25.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 50 A 12.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 65 A 3.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 20 A 175.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 25 A 56.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 32 A 41.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 40 A 14.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 50 A 6.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 65 A 1.0 ｍ　

弁類　【撤去】 18.0 個

弁類　【撤去】 9.0 個

GV.CV.Yｽﾄ　　20 A

GV.CV.Yｽﾄ　　25 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

弁類　【撤去】 7.0 個

弁類　【撤去】 1.0 個

弁類　【撤去】 1.0 個

保温【撤去】 1.0 式

GV.CV.Yｽﾄ　　32 A

GV.CV.Yｽﾄ　　40 A

GV.CV.Yｽﾄ　　80 A

10. (4) - 1  小計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

-2. 井水給水設備

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 40 A 3.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 65 A 5.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 屋内一般 100 A 4.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 20 A 45.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 25 A 78.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 32 A 15.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 40 A 67.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 50 A 29.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 65 A 5.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 80 A 7.0 ｍ　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管【撤去】 機械室・便所 100 A 39.0 ｍ　

弁類　【撤去】 2.0 個

弁類　【撤去】 2.0 個

弁類　【撤去】 10.0 個GV.CV.Yｽﾄ　　50 A

GV.CV.Yｽﾄ　　40 A

GV.CV.Yｽﾄ　　32 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

弁類　【撤去】 B V 100 A 2.0 個

水道ﾒｰﾀ【撤去】 40 A 1.0 個

保温【撤去】 1.0 式

10. (4) - 2  小計

10. (4) - 1  +  - 2  計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(5).  排水設備

排水用鋳鉄管【撤去】 機械室・便所 50 A 50.0 ｍ　

排水用鋳鉄管【撤去】 機械室・便所 75 A 95.0 ｍ　

排水用鋳鉄管【撤去】 機械室・便所 100 A 159.0 ｍ　

排水用鋳鉄管【撤去】 機械室・便所 125 A 21.0 ｍ　

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 15.0 ｍ　

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 2.0 ｍ　

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 2.0 ｍ　

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 3.0 ｍ　

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 65.0 ｍ

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 37.0 ｍ

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 56.0 ｍ

排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 41.0 ｍ

排水・硬質塩化ビニル管【撤去】 21.0 ｍ

排水・硬質塩化ビニル管【撤去】 9.0 ｍ

機械室・便所　　100 A

屋内一般    125A

機械室・便所　　80 A

屋内一般    50A

屋内一般    65A

屋内一般    80A

屋内一般    100A

機械室・便所　　40 A

機械室・便所　　50 A

機械室・便所　　65 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

通気・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 26.0 ｍ

通気・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 77.0 ｍ

通気・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 36.0 ｍ

通気・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 40.0 ｍ

通気・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 17.0 ｍ

床上掃除口【撤去】 COB 50 A 2.0 個

床上掃除口【撤去】 COB 65 A 5.0 個

床上掃除口【撤去】 COB 80 A 15.0 個

床上掃除口【撤去】 COB 100 A 26.0 個

床排水金物【撤去】 T5Ｂ 50 A 21.0 個

通気金物【撤去】 V C 65 A 1.0 個

通気金物【撤去】 V C 100 A 2.0 個

保温【撤去】 1.0 式

既存配管切断 1.0 式

機械室・便所　　40 A

機械室・便所　　50 A

機械室・便所　　65 A

機械室・便所　　80 A

機械室・便所　　100 A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

10. (5)  小計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(6). 給湯設備

GH-1  ｶﾞｽ給湯器【撤去】 貯湯式置台 21 L 2.0 台

EH-2  電気温水器【撤去】 貯湯式壁掛 20 L 6.0 台

給湯用銅管【撤去】 屋内一般 20 A 2.0 ｍ

10. (6)  小計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(7). 消火設備

消火・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 5.0 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 15.0 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 6.0 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 6.0 ｍ

消火・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 2.0 ｍ

散水ヘッド【撤去】 5.0 個

既存配管切断 1.0 式

屋内一般    32A

屋内一般    40A

屋内一般    65A

屋内一般    80A

10. (7)  小計

屋内一般    25A
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

(8). ガス設備

ガス・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 58.0 ｍ

ガス・配管用炭素鋼鋼管 (白)
【撤去】 22.0 ｍ

ガスコック【撤去】 4.0 個

ガス栓【撤去】 9.0 個

既存配管切断 1.0 式

屋内一般    20A

屋内一般    25A

10. (8)  小計
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件 名：市庁舎長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

発生材処分 混合廃棄物 275.0 m3

発生材処分 金属くず 29.0 m3

発生材処分
廃プラス
チック 0.2 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 12.3 ｔ

発生材運搬 23.0 台

有価物売却費 金属くず 7.5 ｔ

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

計

4ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟ車　片道距離
概ね25km
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朝霞市週休２日制工事（営繕工事）特記仕様書 

 

 

本工事は、「朝霞市建設工事(営繕工事)における週休２日制工事実施要領」に

規定する「週休２日制工事(交替制：完全週休２日Ⅱ型)」であり、工事の実施に

あたっては同要領に従うものとする。 

 

参考：朝霞市役所ホームページ「週休２日制工事の実施に取り組みます」 

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/54/syukyuhutuka.html 

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/54/syukyuhutuka.html


障害者差別解消に関する特記仕様書 

 

 （対応要領及び配慮マニュアルに沿った対応） 

第１条 この契約による事務若しくは事業の委託又は工事請負、物品購入等（以

下「本件業務」という。）の委託等を受けた者（以下「受託者」という。）は、

本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成 25年法律第 65号。以下「法」という。）及び埼玉県障害のある人

もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例（平成 28

年埼玉県条例第 18号）に定めるもののほか、朝霞市職員の障害を理由とする

差別の解消の推進に関する対応要領（平成 28年 8月制定）に準じて、不当な

差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を

行うものとする。 

２ 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、朝霞市障害のある方への

配慮マニュアル（平成 28 年 11 月制定）に示す障害種別の特性について十分

に留意するものとする。 

 （対応指針に沿った対応） 

第２条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、

本件業務に係る対応指針（法第 11条の規定により主務大臣が定める指針をい

う。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 



別紙 工事前金払・工事中間前金払の支払い限度額について 

 

■年度別の支払い可能限度額 

 発注者は、支払限度額の範囲内で、工事前金払および工事中間前金払を行う。 

年度 区分 支払限度額 

令和８年度 
工事前金払 令和８年度分工事請負費予算の 40％ 

工事中間前金払 令和８年度分工事請負費予算の 20％ 

令和９年度 
工事前金払 令和９年度分工事請負費予算の 40％ 

工事中間前金払 令和９年度分工事請負費予算の 20％ 

※各年度の工事請負費は令和８年度分を全体の５割とし、令和９年度分を全体の５割とす

る。 

 

■年度別の工事請負費予算金額 

年度 予算金額 

令和８年度   814,500,000 円   

令和９年度 814,500,000 円   

 



「朝霞市労働環境把握のための調査」に関する特記事項 

 

１ 受注者は、本契約の履行に従事する従業員に係る労働環境に関し、労働環境

把握のための調書（様式１号又は２号）を記入し、本契約締結後速やかに提出

しなければならない。 

 

２ 受注者は、本契約に従事する従業員に係る支払賃金に関し、労働者賃金支払

報告書（様式３号又は４号）を記入し、履行期間終了後速やかに提出しなけれ

ばならない。 

 

３ 前記２における最終提出期限は、履行終了年度の翌年度４月末日とする。 

 

４ 履行期間が複数年度の契約においては、年度終了ごとに労働者賃金支払報

告書（様式３号又は４号）を提出するものとし、終了年度翌４月末日を最終提

出期限とする。 

 

５ 提出された労働環境把握のための調書又は労働者賃金支払報告書の内容に

疑義が生じた場合において、受注者は、朝霞市が行う関係書類の確認、本契約

の履行に従事する従業員からの聞き取り調査等に協力しなければならない。 

 

６ 朝霞市は、労働環境把握のための調書又は労働者賃金支払報告書の提出が

ない場合又は内容に虚偽がある場合は、受注者に対し「朝霞市の契約に係る入

札参加停止等の措置要綱」による入札参加停止措置又は本契約を解除するこ

とができるものとする。 

 

 

 

 

 


